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令 和 ２ 年 1 2 月 ２ 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（38名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、西

村賢議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○西村 賢議員

ざいます。

本県では、新型コロナウイルス感染症流行の

第３波の中、鳥インフルエンザも発生し、対応

に当たる関係者の御尽力に敬意と感謝を申し上

げます。コロナ感染者の一日も早い回復、鳥イ

ンフルエンザの一日も早い終息を祈り、質問に

挑みます。

先月、現役大学生が自分の夢を具現化してい

くために、男女７名の学生が日替わり当番で経

営している、ニシタチにある「ＨｉＤＡＮＥＢａｒ」

にて、５名の学生と開店前に意見交換を行いま

した。

学生たちは、「アフリカで教育支援がした

い」「美容医療でコンプレックスを持つ人の力

になりたい」など、将来に対しての具体的な目

標を持っています。大学や県が取り組むキャリ

ア教育の成果も出ているのではないかと思いま

すが、早くから将来に対し目標意識を持つこと

は、その夢を応援する家族や教師にとっても、

ありがたいことです。

これから高校や大学を卒業する若者たちが希

望する職に就けるように、我々は応援しなけれ

ばなりませんが、一方で本県にとっては、県外

への若者の流出をどう食い止めるかというジレ

ンマもあります。

このコロナ禍で、業種によっては大企業で

あっても来年の新規採用を抑える動きがあり、

現在、県内の大学等就職内定率は53.3％と、前

年よりも5.3ポイントダウンし、高校において

は60.3％で2.9ポイントダウン、これまでの売手

市場から一気に逆転した感があります。

このコロナは、既に大きな影響を世界経済に

与えています。過去を見ても、バブル崩壊や

リーマンショックなど経済に大きな影響がある

ときは、就職活動する学生のマインドにも大き

な変化があります。

今、県が若者たちの思いを酌み取り対応する

ことで、県外から若い世代を呼び込むことがで

きるかもしれない。本県は農業県として、１次

産業への就職メニューが充実しており、林業や

農業に取り組みたいと、県外からも就農する若

者たちがいる一方、２次、３次産業には、その

ような就職支援メニューが少ないのではないか

と思う。

知事は、現在の学生たちの就職や目標のトレ

ンドをどのように感じ、学生らの就職を応援し

ようとしているのか。また、県内への就職定着

に向けた知事の思いを伺います。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

先般、宮崎公立大学の学生に対して、本県の

魅力や本県を支える人づくりなどに関する講義

を、オンラインで行ったところであります。

講義後のアンケートでは、「県外で活躍した

い」という声があった一方で、「本県の魅力を

知り、県内就職を考えるきっかけとなった」

「将来、地域に貢献したい」といった声もあり

まして、人口減少問題に直面する本県にとりま

して、このような若者が育ってきていることを

令和２年12月２日(水)

-　224　-



令和２年12月２日(水)

非常に心強く思ったところであります。

御指摘のとおり、県外や国外で様々な経験を

積み、活躍したいという思い、そういった志も

大切にしたいと考える一方で、本県に残り、地

域や産業の活性化に貢献しながら、自己実現を

図りたいという思いに応えることも重要だと考

えております。

コロナ禍で、今後、分散型社会構造への転換

やデジタル化・リモート化などが進展し、地方

にいても都市部と同様の知識やスキルを身につ

け、活躍できる時代が遠からず到来するものと

考えておりますので、今後とも、私が先頭に

立って、本県の様々な魅力を発信することによ

り、高校生や大学生などの県内就職・定着が図

られるよう取り組んでまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

今年、県が、34歳から50歳の○西村 賢議員

世代に当たる就職氷河期世代を対象とした職員

採用試験を初めて実施いたしました。３名の採

用枠に対し175名が受験希望し、競争率が58.3倍

という、受験者にとって狭き門となっていま

す。

先日、２次試験が実施されたようであります

が、まずは、今回の採用試験が具体的にどのよ

うな内容であったのか、人事委員長に伺いま

す。

去る11月１日に○人事委員長（濵砂公一君）

実施いたしました、就職氷河期世代を対象とす

る採用試験につきましては、受験資格として、

受験時の年齢が34歳から50歳でありまして、本

年９月１日時点において、過去１年間、正規雇

用されていない方々としたところであります。

また、１次試験におきましては、就職氷河期

世代の方々が受験しやすい環境を整えるため

に、特別な公務員試験対策が必要でなく、かつ

民間企業でも広く採用されている、いわゆるＳ

ＰＩ３試験を実施したところでございます。

この世代の就職支援について○西村 賢議員

は、私も同世代に当たり、初当選以降、繰り返

し様々な問題提起を行い、支援を求めてきまし

た。ここにきてやっと実現したこの採用試験で

さえ、この世代の現状が浮き彫りとなっていま

す。

今回試験を受けなかった人の中にも、定職に

就けず、8050問題のように親の収入に頼り、引

き籠もっている方もいるのではないかと思いま

す。さらに、この世代の就職支援のために、県

は二の矢、三の矢の対策を打つべきだと思いま

す。

この採用試験の倍率についての知事の所感

と、来年度以降の「氷河期世代採用枠」の実施

見込み、また、採用枠を増員できないのかを伺

います。

就職氷河期世代を対象○知事（河野俊嗣君）

とした採用試験につきましては、社会全体で支

援するという国の方針も踏まえ、今年度、新た

に実施することとしたところであります。

試験の実施状況でありますが、採用予定数３

名に対し175名から応募があり、就職活動の時期

がバブル崩壊後の厳しい経済状況にあったがゆ

えに、本人の意思によらず就職できなかった

方、また不安定な就労を余儀なくされた方が、

これだけ多くいらっしゃるという現実を、改め

て実感したところであります。

この取組につきましては、３年間にわたって

実施することとしております。合計で10名程度

の採用を現時点で予定しておりますが、来年度

の試験における採用予定数につきましては、今

年度の実施結果等を踏まえて検討してまいりま

す。
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今後も、就職氷河期世代のみならず、再チャ

レンジしようとする全ての方が、持てる力を発

揮して生き生きと活動できる社会づくりを進め

てまいります。

知事にはよろしくお願い申し○西村 賢議員

上げます。

これはもう、県だけの取組ではなく、民間企

業にもこの世代の就職支援を広げていかなけれ

ばならないと思いますが、今、県は国や経済団

体と協力して、就職氷河期世代の就職のための

体制づくりをしていると聞きます。今後どのよ

うに取り組むのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

就職氷河○商工観光労働部長（松浦直康君）

期世代への就職や採用等についての支援につき

ましては、全国的な課題でありますことから、

本県でも労働局が中心となり、県や経済団体等

も参加をいたしまして、「みやざき就職氷河期

世代活躍支援プラットフォーム」を今年８月に

設置したところであります。

この世代は、当時の経済情勢によりまして、

就職できなかったり、希望に添わない就職を余

儀なくされ、早期離職を繰り返すなど、職務経

験を十分に積むことができていない方もおられ

ます。

このため、プラットフォームでは、相談体制

の充実や職業訓練などのスキルアップ支援を行

いますほか、正社員への転換や新規の雇用など

を行った企業に対して支給されます国の助成金

の活用も促しながら、安定した就労につなげて

いくこととしております。

よろしくお願いします。今年○西村 賢議員

は、この氷河期世代だけではなくて、新規卒業

者も非常に苦しい立場にあると思いますので、

県はこれらを踏まえて対策を講じていただきま

すように、お願い申し上げます。

続きまして、今年９月の台風10号で、椎葉村

での土砂災害で亡くなられた外国人研修生の御

冥福を祈り、いまだに見つからない３名の方々

の発見を祈るばかりであります。先日、安田議

員の質問にもありましたが、いまだ懸命な捜索

を続けている方々に、敬意と感謝を申し上げた

いと思います。

中山間地の防災対策でありますが、私も災害

後に現場に行き、近隣の方と話しました。現場

周辺に限らず、中山間地域は、どこで同様の災

害が起こっても不思議ではないと心配する声も

聞かれます。

永山副知事は、国交省から赴任いただきまし

たが、このコロナ禍で県民との交流が制限さ

れ、県内の視察もままならない状況だとは思い

ますが、このような中山間地域を多く抱える本

県にあって、土砂災害対策についてどのように

取り組んでいくのかを伺います。

椎葉村の災害、私も○副知事（永山寛理君）

発生直後に現地に赴きまして、その被害の甚大

さと痛々しさを非常に痛感したところでござい

ます。改めて早期復旧に向けて思いを強くした

ところでございます。

その発災直後から国と連携いたしまして、土

砂災害の専門家を派遣いただくなど、速やかに

対策協議を進め、10月には補助事業の採択を受

けたところでございまして、今議会に必要とな

る補正予算もお願いしております。

議員御指摘のように、本県は中山間地域を多

く抱えており、土砂災害対策は大変重要であり

ますことから、ハード対策としては、避難所や

避難路等がある箇所など、優先度の高い箇所か

ら砂防施設の整備を進めております。

さらに、ソフト対策として、住民の早期避難
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が図られるよう、防災情報の提供や土砂災害防

止教室などの啓発活動にも引き続き取り組むこ

とにしております。

私としましては、これまでの経験や人とのつ

ながりを生かしつつ、来年度以降も、防災・減

災、国土強靱化対策に必要な予算をしっかりと

確保した上で、今後とも「いのち」と「くら

し」を守る土砂災害対策の推進に、全力で取り

組んでまいります。

副知事、よろしくお願いいた○西村 賢議員

します。

次に、コロナ禍における家庭内暴力、また児

童虐待について質問いたします。

コロナ前の令和元年、本県の児童虐待が1,953

件、前年比41％増と、本県の児童虐待は止まら

ない状況にあり、全国の前年比21％増と比べて

も憂うべき数字であります。

さらに、長期に及ぶコロナ禍で、国内の休業

者が600万人を超え、完全失業者は215万人との

惨状であり、自宅自粛や生活不安などのストレ

スによる家庭内暴力、児童虐待も増加している

のではないかと予想されますが、コロナ禍にお

ける県内のＤＶや児童虐待の相談対応状況を福

祉保健部長、また、本年のＤＶ事案や児童虐待

事案の検挙件数を警察本部長に伺います。

本県の女性相○福祉保健部長（渡辺善敬君）

談所における、今年１月から７月までのＤＶの

相談受付件数は285件で、前年同期間の329件と

比べ、44件、13.4％減少しております。

また、児童相談所における、同じく１月から

７月までの児童虐待相談対応件数は1,142件で、

前年同期間の1,045件と比べ、97件、9.3％増加

しております。

新型コロナの影響により、配偶者や保護者が

様々なストレスを抱えることによるリスクの高

まりのほか、ＤＶや虐待の潜在化なども懸念さ

れますことから、県としましては、今後とも、

家庭に身近な市町村や学校、警察などの関係機

関と連携を図り、地域における子供の見守り

や、ＤＶに関する相談・支援体制の強化に取り

組んでまいりたいと考えております。

本年１月から10○警察本部長（阿部文彦君）

月末現在における、配偶者からの暴力事案、い

わゆるＤＶ事案の検挙件数は73件であり、前年

同期と比べ４件増加しております。検挙の主な

罪種は、暴行や傷害であります。

また、児童虐待事案の検挙件数は９件であ

り、前年同期と比べ３件減少しております。検

挙の主な罪種は、ＤＶ事案と同様に、暴行や傷

害であります。

警察といたしましては、これらの事案に対し

て、関係機関と緊密な連携を図りながら、被害

者や被害児童の保護対策など、安全確保を最優

先にした迅速・的確な対応に努めているところ

であります。

福祉当局と警察当局の連携に○西村 賢議員

ついては、日頃より本当に敬意と感謝を申し上

げたいと思います。

今、通常時であればそのようなことをしない

人であっても、コロナ禍によるストレスで、つ

い暴力をふるってしまうということもあるかも

しれません。福祉当局や警察本部におかれまし

ては、被害者を助けることが当然優先ではあり

ますけれども、加害者への対応もふだん以上に

気を使っていただきたいと思います。

次に、本県のワーケーション推進について質

問いたします。

現在、コロナの影響もあり、東京から他県へ

の転出超過が４月から5,000人に上り、地方移住

が加速しているとの報道がありました。今、リ
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モートワークの拡大により、仕事と観光を両立

する「ワーケーション」の動きも広がり、地域

によっては、誘致に乗り出しているところも少

なくありません。

先日、議会冒頭に、知事の提案理由説明の中

で、椎葉村にコワーキングスペース「Ｋａｔｅ

ｒｉｅ」ができたとの報告があり、携帯電波が

届きにくく、ネット環境に乏しい山間部での設

置は、とてもうれしく思います。

さて、本県は美しい海岸線に恵まれ、北から

南まで、サーフィンやダイビング、ヨットや釣

りなど、マリンレジャーの宝庫であり、この海

岸線は、都会に住む方々にとっては天国であり

ます。また、実際にそれを目的に旅行や移住す

る方々も多数いて、その魅力は全国に発信され

ています。

しかし、これらの沿岸部の多くは、国定公園

や都市計画調整区域に指定されているところが

多く、ドライブイン等の休憩施設は立地が可能

でありますが、コワーキングスペースやシェア

オフィスのような「働く場」の設置は難しいと

いう話を聞きました。

現在では、カフェなどにＷｉ－Ｆｉやコンセ

ントを設置しているところも増えましたが、そ

こではオンライン会議や、安定した通信速度が

ありウイルス対策を徹底したＷｉ－Ｆｉ環境を

整えているわけではありません。ワーケーショ

ンを推進するには、短時間であってもしっかり

仕事をこなすことが重要でありますから、仕事

ができる環境整備は重要な課題であります。

新しい働き方に現在の法律が追いついていな

いところもあるかとは思いますが、宮崎県内の

国定公園や市街化調整区域において、コワーキ

ングスペースのような「働く場」の設置ができ

ないのか、環境森林部長、また県土整備部長に

伺います。

県内には、○環境森林部長（佐野詔藏君）

「日豊海岸国定公園」など４つの国定公園が指

定されておりまして、豊かな自然環境の中で働

きながら休暇を過ごす、ワーケーションにも適

した場所であると考えております。

公園内は、自然公園法に基づき、優れた風景

地を保護するために、建築物の設置や土地の利

用に関して規制がございますが、御質問のあり

ましたコワーキングスペースにつきましては、

住宅や店舗、宿泊・レジャー施設等と同様に、

設置場所や規模、方法などが許認可等に必要な

基準を満たせば、設置することは可能となって

おります。

事業者から御相談等があった場合には、その

内容を十分に伺い、適切に対応してまいりたい

と考えております。

市街化調整区○県土整備部長（明利浩久君）

域は、都市計画法において、市街化を抑制すべ

き区域とされておりまして、開発行為等により

無秩序な市街地の拡大につながらないよう、設

置できる施設が法律で制限されております。

このため、コワーキングスペースなど、個別

に規定されていない施設を設置する場合には、

市や町が、地区の特性にふさわしい土地利用を

図ることを目的としました一定規模以上の地区

計画を新たに定め、その中で建築可能な施設と

して位置づけることができれば、設置は可能と

なります。

両方ともに、できないことで○西村 賢議員

はないけれども、非常に厳しいハードルという

か、基準というものがあるということが分かり

ました。できれば、こういったものをいち早

く、他県に先駆けて整備していくということ

も、今、非常に宮崎県は優位な状況であります
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ので、ぜひ柔軟に対応していただきますように

お願いをしたいと思います。

今、コロナ禍で在宅勤務が広がり、既に、あ

る大手ＩＴ企業の社員は、それぞれが国内の好

きな場所に引っ越して、テレワークで業務を

行っているという話を聞きました。住環境がよ

く、一年中スポーツを楽しめる本県は、今こ

そ、大都市圏のＩＴ企業に対し積極的に誘致を

行うべきであると考えますが、現在、県は都市

圏のＩＴ企業などへどのようなアプローチを

行っているのか、また、その成果を商工観光労

働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（松浦直康君）

ＩＴ企業を誘致いたしますために、既に立地し

ておられますＩＴ企業の紹介による企業訪問

や、各種展示会への出展、それから誘致セミ

ナーや視察ツアーの開催等を行ってきておりま

す。

今年度は、企業訪問等に制約を受けておりま

すので、新たな取組として、オンラインを活用

した面談やセミナーにも取り組んでおり、都市

圏では、これまで企業訪問や面談をいたしまし

た108社のほか、セミナーに参加していただきま

した24社とも接触し、その結果、情報サービス

産業の立地件数は、今年度８件となっておりま

す。

これらの企業は、コロナ禍を契機に普及して

いるテレワークによりまして、場所に捉われな

い働き方ができますことから、本県のゆとりあ

る生活環境や、アウトドアスポーツを楽しみな

がら働くことができる立地環境などをしっかり

とアピールし、企業誘致につなげてまいりま

す。

ありがとうございます。よろ○西村 賢議員

しくお願いします。

コロナ禍にあっても、本県では県外からの

サーフィンなどの海のレジャー客が増加してお

り、世界的なサーフィン大会の情報発信や本県

のアピールが成功していると言えます。

しかし、一方で、年々、ごみの放置や無断駐

車などの問題で、地域住民やサーファー間での

トラブルが増えている状況にあります。私の地

元のサーファーをはじめ市民から、「海岸付近

の駐車場を有料化し、その収益で、シャワーの

設置や、清掃活動を行う周辺自治会の活動費に

還元することはできないのか」という声を聞き

ます。

本来、市町村の範疇ではありますが、これら

の問題は、例えば日向市に限らず、県下全域で

起こっていることでありますので、駐車場の有

料化や無断駐車の取締まりなど、県下一円で

ルールづくりをしないと、意味がないことでも

あると思います。

サーフスポットやマリンレジャーの盛んな沿

岸市町が連携して、駐車マナーなどの問題解決

ができるように、県としての取組が必要と思い

ますが、県の考えはどうか、商工観光労働部長

に伺います。

県では、○商工観光労働部長（松浦直康君）

サーフスポットや周辺の観光情報を紹介する

「サーフガイドブック」を作成、配布しており

まして、その中で、県サーフィン連盟とも連携

いたしまして、各スポットの駐車ルールや注意

事項等を記載いたしますとともに、県の観光情

報サイト「旬ナビ」にも同様の情報を掲載し、

サーファーに向けた駐車マナー等の周知を行っ

ているところであります。

しかしながら、議員御指摘の状況もありまし

て、依然として駐車マナー等の課題があること

は認識をしております。
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一方で、今年５月の緊急事態宣言時に、コロ

ナ対策としてではありますけれども、官民一体

となって取り組みました駐車場の利用制限で

は、一定の成果が見られたところであり、こう

した経験を踏まえ、県といたしましては、沿岸

市町等と課題解決に向けた対策を検討する機会

を増やすなど、これまで以上に連携して取り組

むことで、サーフスポットの全県的な駐車マ

ナー等の改善に努めてまいります。

次に、少子化対策について伺○西村 賢議員

います。

今年は、コロナ禍で長期にわたり自宅で過ご

す時間が増え、来年は出生数が増えるのではな

いかと言われていましたが、実際にはその逆

で、全国の自治体が今年５月から７月に受理し

た妊娠届出は、前年同月比で11％減とあり、来

年生まれる子供の数が大幅に減る見通しとなっ

ています。

感染拡大による雇用情勢や出産環境の悪化が

影響していると見られ、今後の少子化対策にも

大きく影響します。まず、コロナ禍における本

県の妊娠届出の現状はどうなのか、福祉保健部

長に伺います。

新型コロナウ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

イルス感染症の流行が妊娠活動等へ及ぼす影響

を把握することを目的としまして、厚生労働省

において、平成30年１月から令和２年７月まで

の妊娠届出数の状況に関する調査を実施してお

ります。

10月に公表されたその調査結果によります

と、本県における令和２年５月から７月までの

妊娠届出数及び対前年同月比は、令和２年５月

が597件、対前年同月比17.2％減と、全国と同

様、大幅な減少となっておりますが、その後、

６月は629件で対前年同月比0.2％減、７月は632

件で対前年同月比4.3％減と推移をしておりま

す。

全国的ではないにしろ、本県○西村 賢議員

にもこの状況が来ているということでありま

す。来年以降の出生数の減というのが非常に心

配されますが、しっかりとケアできる部分はし

ていただきたいと思います。

続きまして、不妊治療について質問いたしま

す。

重松議員からも質問がありましたが、2018年

に体外受精で生まれた子供の数は、過去最多の

５万6,979人。体外受精で生まれる子供の数は

年々増え、16.1人に１人が体外受精で生まれた

計算になり、今後も不妊治療の担う役割は大き

くなると思われます。

菅総理が政策目標として掲げた「不妊治療の

保険適用」について、先日の新聞報道では、

「2022年に保険適用の拡大を目指す」とあり、

今後、保険適用のカバーする範囲を検討すると

ありました。

この10月に、日本生殖補助医療標準化機関の

理事長である蔵本ウイメンズクリニックの蔵本

院長と意見交換を行い、不妊治療についての知

見を伺ったところであります。

現在、不妊治療には、夫婦の症状に合わせた

「オーダーメイド治療」が一般的であり、中で

も体外受精など高度生殖医療は、関連経費を含

めると、１回でも数十万円から100万円もかかる

ところもあります。

一部、助成制度もありますが、夫婦の所得や

年齢の制限があり、適用される場合でも、受診

回数や金額の上限などがあります。また、女性

側が治療に専念するため離職するケースなど、

継続して妊活をしていくことは、夫婦共々負担

が大きいのが実情であります。
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このような多額の費用や心身の負担がかかる

不妊治療に対し、今後、国が保険適用を拡大

し、それによって助かる方々が増えること、ま

た子供を授かれることを期待いたしますが、国

の制度設計いかんにかかわらず、本県独自での

不妊治療対策にはどのようなものがあるのか、

福祉保健部長に伺います

本県が単独で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

実施している不妊治療関係の対策としまして

は、まず、体外受精など特定不妊治療の一環と

して行う男性不妊治療のうち、過去に凍結・保

存した精子の融解費用に対する助成を行ってお

り、その額は１回につき最大５万円となってお

ります。

また、妊娠後に流産や死産を繰り返し、結果

的に子供を持てない不育症の治療に対し、１回

の妊娠期間につき最大８万円を助成しておりま

す。

さらに、保険適用となる不妊治療や人工授精

など、一般不妊治療費を助成する市町村に対

し、その一部を補助しており、令和元年度は13

市町村を対象としております。

昨年でも、県全体で約900名の○西村 賢議員

方が特定不妊治療の助成を受けていると聞きま

した。また、その総額は１億6,500万円ぐらいと

いうふうに聞いております。

しかし、これらの助成制度に該当する方は全

体の一部であり、先ほど申し上げたような夫婦

の多額の負担を考えますと、助成金自体は「妊

活の背中を押してくれる」程度であるとも考え

られます。

所得制限や年齢制限の緩和について、県はど

う考えているのか、福祉保健部長に伺います。

議員御指摘の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

とおり、不妊治療は１回の治療費が高額であ

り、また、複数回にわたり治療が必要になる場

合も多く、経済的負担から治療を継続できず、

妊娠を諦める方も少なくないと聞いておりま

す。

このような中、現在国において、所得制限の

撤廃など現行の助成制度の拡充が検討されてお

り、県としましては、今後の国の動向を注視し

ながら、必要な準備を進めてまいります。

この不妊治療の助成に対して○西村 賢議員

は、様々な意見があると思います。年齢の問

題、所得制限の問題、たくさんあると思います

が、１人でも多くの子供を授かれる家族が増え

ていくことを期待して、また県も後押しをして

いただきたいと思います。

次に、細島港の整備について伺います。

いよいよ来年には、志布志道路、都城－志布

志間の開通によって、志布志港へのアクセス向

上が図られるとのことです。喜ばしいことであ

る一方で、東九州の貨物集荷の競争が激しくな

ります。本県の重要港湾細島港は、現在16号岸

壁を整備中でありますが、次の目標である大水

深岸壁の18号岸壁の整備は、進捗が見えない状

況にあります。

その中で、今、世界的なゼロカーボンの動き

に県内企業も対応し始め、旭化成は、延岡市に

ある自社の石炭火力発電を、2030年までにゼロ

にする計画を発表しました。実現すると、現

在、細島港の輸入貨物の３割を占め、年間45万

トンを受け入れている石炭が、10年後にはかな

り少なくなるのではと予想されます。

さらに、ゼロカーボン政策を訴えている米国

のバイデン政権誕生など、昨今の世界のゼロ

カーボンの急展開を考えた場合、さらに前倒し

される可能性もあり、近い将来には石炭輸入自

体がゼロになるのではとも考えられます。
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細島港における取扱貨物の減少が及ぼす港湾

整備計画への影響と、代替貨物の確保につい

て、県土整備部長に伺います。

細島港港湾計○県土整備部長（明利浩久君）

画は、平成28年２月に改定しまして、今後15年

ほど先の取扱貨物などを見込みまして、将来の

整備や利用の方針を定めたものであります。

取扱貨物量は、約380万トン前後で、近年、ほ

ぼ横ばいで推移しておりますが、議員御指摘の

とおり、仮に石炭の取扱量の減少が進みます

と、港湾計画に基づく整備への影響が懸念され

るところであります。

一方で、ローロー船の大型化やコロナ禍に

あっての11月の台湾コンテナ航路の再開、さら

には、高速道路網等の整備による交通ネット

ワークを生かした機能の強化など、港を取り巻

く環境も変化してきております。

これらの変化を踏まえ、代替貨物の確保につ

きましては、近年急増している林産品をはじ

め、県内貨物を確実に取り込むとともに、新た

な貨物の発掘に向けて、ポートセールス活動に

努めてまいります。

続けますが、報道によります○西村 賢議員

と、この数か月で、海上コンテナ不足により国

内の輸出入が大変な状況になっていると聞きま

す。

日向市内の海運業者に聞きますと、杉丸太を

今、細島港から台湾へ40フィートコンテナで輸

出していますが、空コンテナ不足により約４割

落ち込んでいるそうです。また、コンテナ不足

に伴い、海上コンテナ運賃も数週間で値上がり

し、通常より３割から６割ほど値上がりになっ

ているそうであります。

また、同社は宮崎県内の畜産農家に牧草を輸

入販売しておりますが、現在、輸出国である

オーストラリアからの入荷が１か月遅れ、さら

に新規契約にも支障が出てきている状況であ

り、志布志や博多、神戸などの同業他社も、全

てが同じ状況にあるようであります。この状況

が続けば、宮崎県の畜産農家は、餌不足と運賃

転嫁による価格高騰の懸念があります。

世界経済の動きの中で、中国から欧米への輸

出が集中し、コンテナを集めるため、より高い

船運賃を中国の荷主が支払うためであり、それ

が国内のコンテナ不足の一因となっているよう

であります。

これは宮崎県だけの問題ではなく、国際的な

問題でもありますが、世界的な運賃の高騰、コ

ンテナ不足の影響について、県の現状認識を県

土整備部長に伺います。

海上コンテナ○県土整備部長（明利浩久君）

につきましては、アジアからアメリカ向けの輸

送が増加し、コンテナが集中しておりますこと

から、議員御指摘のとおり、世界的にコンテナ

の運賃高騰や不足が報道されているところでご

ざいます。

県内の複数の事業者に確認したところによる

と、一部の貨物には、その影響が出始めている

状況にありますが、県全体で見ますと、現在の

ところ限定的でありまして、大きな影響には

至っていないものと考えております。

しかしながら、世界的なコンテナ不足の状況

が長引くようであれば、本県への影響も懸念さ

れますことから、関係者と常に情報を共有し、

今後の動向について注視してまいりますととも

に、引き続きコンテナ貨物の確保に努めてまい

ります。

我々も要望活動等、いろいろ○西村 賢議員

行っておりますけれども、そのときに、国が港

湾整備を行う際には、その港湾の取り扱う貨物
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が増えているのか、また今後、その港湾のニー

ズがあるのかを、整備計画を進める上で重要な

指標としていると思います。

石炭輸入の減少、また、今後の慢性的なコン

テナ不足による輸出輸入量の減少は、細島港の

今後の整備に大きく影響すると思います。県は

しっかりと対策を講じて、港湾整備が進むよう

に御尽力いただきたいと、要望申し上げます。

次に、細島港の整備計画の中に、細島商業港

周辺の公園化があり、その中で、プレジャー

ボートが停泊できる小型船だまりの早期整備を

望む声があります。

細島商業港は天然の良港であり、水深も確保

できることから、愛好家から見ると、この港は

とても人気があるようであります。しかし、既

に停泊できる空きスペースがないそうで、利用

者からは、「港湾内の一部スペースに浮き桟橋

を設置するだけで、安価で係留する船を増やせ

るのではないか」との声が上がっています。

細島商業港の小型船だまりの整備状況、また

周辺の緑地の整備状況について、県土整備部長

に伺います。

細島港商業港○県土整備部長（明利浩久君）

地区では、にぎわいや港に親しむ空間を創出す

るために、小型船だまりや緑地の整備を行うこ

ととしておりまして、これまで、商業港の活性

化に向けて、地元関係者で構成します協議会で

意見交換を行ってまいりました。

小型船だまりにつきましては、整備予定地の

背後を、現在チップ置場として使用しておりま

して、当分の間、貨物の積卸場として利用せざ

るを得ない状況にあります。

このため、地元の意見等も踏まえまして、ま

ずは、「みなとオアシス」に登録されました

「海の駅ほそしま」周辺を緑地の一部として整

備することとしており、現在、駐車場やトイレ

について、レイアウトやデザインなどを検討し

ているところでございます。

今後とも、地元の意見を伺いながら、地域活

性化につながる港となるよう、整備に努めてま

いります。

先ほど、愛好家の方の話もあ○西村 賢議員

りましたけれども、今、県内の港には、ゲスト

船を含めて、プレジャーボートを停泊する余裕

があるのか。港によっては、所有者が不在にな

り放置されている船が邪魔であるなど、廃船問

題が発生しているとも聞きます。放置される

と、陸上に引き揚げ処分しない限り、港に放置

状態になってしまいます。

直近では、平成30年に国が、県内のプレ

ジャーボートを管理するための調査を行ったと

聞きますが、結果、県内の港における違法係留

や取締りはどうなっているのか、現在の船舶の

管理状況はどうなのかを、県土整備部長に伺い

ます。

プレジャー○県土整備部長（明利浩久君）

ボートにつきましては、全国的に利用が増加し

まして、無秩序な係留等が問題となったため、

本県では、平成22年度以降、地元と調整の上

で、順次、係留施設の使用許可制を導入し、管

理しております。

現在、港湾・漁港合わせまして38港中36港で

許可制を導入し、停泊場所を確保しております

が、今年９月末時点で、1,202隻が県の管理する

係留施設を利用しており、そのうち、許可を受

けていない不法係留が36隻、許可は受けている

ものの使用料を支払っていないものが25隻あり

ます。

このため、取締り等につきましては、海上保

安庁など関係機関と連携して指導を行うととも
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に、撤去命令や差押え等の法令に基づく対応も

行っております。

県としましては、所有者不明の放置艇対策な

ども進め、全ての方々が港を安全に利用できる

よう、適正な管理に努めてまいります。

この不法係留対策というの○西村 賢議員

が、今後重要になってくると思いますし、高齢

化によって、もう使わない船がずっと係留され

ていくというのも、また問題になってくるかと

思います。

また一方で、プレジャーボートの方などを含

めて、港を利用したいという方々の声もありま

すので、その駐車場問題ではないんですが、船

がしっかりと停泊できるよう、問題を解決して

いただきたいと思います。

次に移ります。次に、日向はまぐり碁石の振

興について伺います。

囲碁の愛好者は世界中に4,000万人いると言わ

れ、世界中で親しまれております。その囲碁で

使う白い碁石は、日向市の特産である「はまぐ

り碁石」であります。ちなみに黒い碁石は、

「那智黒」と呼ばれる三重県熊野産の黒石が原

料です。高品質な碁石は、国内のみならず海外

にも輸出され、高い評価を得てきました。

日向市の碁石生産の歴史は、明治時代から、

お倉ヶ浜で取れるハマグリを採取し、加工して

行ってきました。しかし、1970年頃からハマグ

リの採取量が減り、メキシコ産に依存。それも

メキシコでの環境保全の高まりから、海外原料

も高騰して、まとまった量の輸入が難しい状況

にあります。今は、過去の原料の在庫で切り盛

りしている状況のようです。

以前は、碁石組合も10社程度ありましたが、

半数以下となり、組合自体も現在では解散、職

人の高齢化や経営の存続など、この碁石製造の

伝統文化の継承の上でも危惧される状況にあり

ます。

今、国においては、伝統的工芸品産業の支援

を行っており、指定要件を満たすものを、経済

産業大臣が「伝統的工芸品」として指定してい

ます。伝統的工芸品には「伝統証紙・伝統マー

ク」を発行し、国がお墨つきを与えているわけ

ですが、これは国内外で信用を得る上でも、製

品を売り込む際にも重要なマークであります。

この国の伝統的工芸品に指定されるため、県

の記録によりますと、平成５年、26年前に一

度、この「はまぐり碁石」が申請を行ったよう

でありますが、当時は認定に至らなかったよう

であります。

当時は、碁石製造からの歴史が86年目ぐらい

であったことから、伝統工芸としての100年以上

とする条件に満たなかったからではないかと推

測されますが、現在では112年を超え、その部分

は条件を満たしております。

しかしながら、申請には工芸品の産地組合等

からの申請に基づくとあり、組合が解散した現

在では、なかなか申請することもできません。

県は伝統的工芸品として、「日向はまぐり碁

石」を認定していただいておりますが、県が後

ろ盾となって、国の伝統的工芸品としての指定

に向けた支援ができないのか、商工観光労働部

長に伺います。

「日向は○商工観光労働部長（松浦直康君）

まぐり碁石」は、県の伝統的工芸品に指定され

ておりまして、伝統技術の継承や地域産業の振

興の観点から、後世に伝えていくべき貴重な財

産であると認識しております。

御質問にありました国の伝統的工芸品は、国

の実施要領におきまして、「製造技術又は技法

が100年以上の歴史を有すること」あるいは、
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「製造する事業者が10以上又は従事者が30人以

上」など５つの指定基準が定められておりま

す。「日向はまぐり碁石」につきましては、こ

の全ての基準を満たしている状況にはないので

はないかと考えられるところであります。

このため、国の指定基準の具体的な運用方

法、あるいは事業者の実態を把握する、そう

いったことをやりますとともに、他県における

同様の事例の有無について調査等を行い、要件

緩和など、国への要望につなげてまいりたいと

考えております。

他県の事例を出すのもはばか○西村 賢議員

られますけれども、他県によっては、もう１社

しかない産業が認定されているところもあるよ

うです。物自体ではなくて、どうにかそのハー

ドルをクリアすれば、伝統ある「はまぐり碁

石」をしっかりと認めていただけるのではない

かと、期待するところであります。県当局にお

きましては、何とかお力添えを賜りますように

お願いをしたいと思います。

その原料でありますハマグリの資源確保につ

いての質問を行います。

碁石づくりで使用するハマグリは、10年以上

生育したものが必要であり、長期間生き抜いた

大きなハマグリが必要であります。日向市のお

倉ヶ浜では、様々な要因からハマグリが取れな

くなり、禁漁区を設け、日向市もその間、様々

な資源回復活動を行っており、もしかすると

今、資源も回復しているのではないかと淡い期

待を持っていますが、現在のハマグリの資源状

況について、農政水産部長に伺います。

議員の御質○農政水産部長（大久津 浩君）

問にありました本県産のハマグリについては、

チョウセンハマグリといっておりますが、統計

資料がある昭和40年以降、漁獲量が10トン以上

となる期間が３回ほどございましたが、それ以

外の期間は１トン程度で低迷しているところで

ございます。

また、昭和43年に県が日向市沿岸の一部に設

定いたしましたハマグリ漁の禁止区域におきま

しても、資源は回復しておらず、さらに、茨城

県や千葉県などの主要な産地におきましても、

本県と同様に漁獲量が低迷しております。

これらのことから、近年の資源低迷につきま

しては、水温や餌の量などの海洋環境の影響が

大きいと考えられますが、過去と同様、年に

よっては一時的に増える可能性も予想されてい

るところでございます。

日向市が平成27年より、波打○西村 賢議員

ち際を調査する「坪刈り調査」を行っておりま

す。そこでは、「稚貝の生育個体数は低水準だ

が、出現個体数が微増傾向にある」との報告が

あります。さらに、「長年行われていないけれ

ども、ハマグリの生息域のより深い水域を、船

舶等を用いた「けた曳き」による調査を行って

ほしい」という声も上がっています。

けた曳きによる生息調査ができないのかを、

農政水産部長に伺います。

チョウセン○農政水産部長（大久津 浩君）

ハマグリの生息状況につきましては、現在、日

向市と漁協により、波打ち際での稚貝の調査が

行われておりますが、来年度以降、沖合域にお

いても状況を把握するため、「けた」と呼ばれ

ます、かぎ爪のついた漁具を船舶で引っ張って

海底の貝類を採取する、いわゆる「けた曳き」

調査の実施が検討されていると伺っておりま

す。

県といたしましては、調査実施に当たりまし

ては、水産試験場から必要な機材の提供や、技

術的な指導を行うなど、しっかり協力してまい
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りたいと思っております。

かつて日向市では、平成15年○西村 賢議員

頃まで稚貝の放流を行い、資源確保に取り組ん

でいたようであります。現在では稚貝放流は

やっていないようでありますが、稚貝放流を中

止しているその理由と稚貝放流の再開ができな

いのか、農政水産部長に伺います。

稚貝の放流○農政水産部長（大久津 浩君）

につきましては、日向市と漁協が、議員御指摘

のように平成15年まで行っておりましたけれど

も、放流用稚貝の産地である茨城県での不漁に

より、稚貝の入手ができなくなったことや、そ

れまでの放流による漁獲量の増加が見られな

かったことから、その後は行われておりませ

ん。

現在、日向市は、波打ち際での生息状況調査

や密漁の監視、資源保護の啓発活動を行ってお

りますが、今後も、これらの取組を継続すると

ともに、調査の拡充を検討するなど、放流以外

の取組を進める方向であると伺っております。

本県のチョウセンハマグリは、再び一時的に

増える可能性もございますので、県といたしま

しては、こういった兆候をしっかり捉え、適切

に利用できるよう、日向市や漁協と協力・連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

この稚貝の研究というのも、○西村 賢議員

非常に大事なテーマかと思います。県において

も水産試験場がありますので、こういった貝の

増減、ハマグリの増減に対しては、しっかりと

研究していくということをお願いしたいと思い

ます。

また、このハマグリの資源につきましては、

昔から山が海をつくるといいますか、やはり山

のいろんな有益な物質が海に流れて、それで貝

が生育していったのではないかなと、私も思う

ところがあります。しっかり山をつくっていく

ということも重要ではないかなと思います。

最後の質問になりますが、日本棋院の発表で

は、近年、囲碁の愛好家が増えているというこ

とであります。延期された国民文化祭の囲碁大

会の成功も期待するところでありますが、囲碁

は頭の発達にもよいと言われており、子供たち

にもっと囲碁について知ってもらう必要もある

かと思います。

今後の囲碁文化の振興のため、学校現場の取

組の中で、県内高校生の囲碁部の活動の現状に

ついて、教育長に伺います。

宮崎県高等学校文化○教育長（日隈俊郎君）

連盟が例年行っております調査では、５月１日

現在、囲碁部を設置している県内の高校は、私

立高校を含め12校であり、総部員数は56名と

なっております。

各校とも、全国高等学校総合文化祭等の上位

大会出場を目指し、日々、練習に取り組んでい

るところであります。

昨年度、本県で開催されました全九州高等学

校総合文化祭の囲碁部門では、女子の個人戦に

おきまして、都城泉ヶ丘高校の生徒が優勝する

など、優秀な成績を上げているところでござい

ます。

ありがとうございます。すご○西村 賢議員

く優秀な方もいらっしゃるということで、今後

も期待ができますが、私自身は小学生の頃か

ら、「はまぐり碁石」が日向の名産だというこ

とは知っておりましたけれども、囲碁自体の

ルールには非常に疎い部分もあります。

これから私も勉強していきたいと思います

が、この碁石の問題というのは喫緊の課題であ

ります。県当局におかれましても、この碁石の

振興のためにお力添え賜りますようにお願い申
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し上げまして、私の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○横田照夫議員

の横田照夫です。日向市と都農町で高病原性鳥

インフルエンザが発生しました。防疫措置、殺

処分作業などに出ていただいております県職員

をはじめ関係者の皆様に、心から感謝とねぎら

いの気持ちを表させていただきまして、一般質

問に入らせていただきます。

まず、菅首相の政策に関連して質問させてい

ただきます。

８月28日、安倍首相は、持病悪化のため総理

大臣の職を辞任すると表明されました。そのこ

とを受け、９月16日に衆参両議院で行われた総

理大臣指名選挙におきまして、菅義偉氏が第99

代総理大臣に指名され、正式に菅新内閣が誕生

いたしました。

菅首相は、就任以来、次々と新たな政策を打

ち出しておられ、行政の縦割り、既得権益、あ

しき前例主義を打ち破って、規制改革を全力で

進めるとも言ってこられています。知事が変

わった場合でも、新知事の公約に沿って長期計

画等をつくり直し、全庁挙げてその実現に向け

て動いていきますが、それと同じように、菅首

相の政策も全省庁挙げて取り組むことになると

思います。

そこで、知事は、こういう菅首相の思い、政

策をどのように判断されているのか、知事の所

感をお伺いいたします。

壇上からの質問は以上とし、あとの質問は質

問者席からさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

現在、我が国では経済・社会のグローバル化

や高度情報化の進展によりまして、社会構造や

経済情勢が大きく変化をしております。さら

に、新型コロナの発生によりまして、想像以上

のスピードで、新たな経済社会、そして国民の

意識に変化が生じてきております。

従来の制度や枠組みの見直しを含め、これら

に早急に対応することが、大きな行政課題と

なっております。

このような中、菅政権が目指しておられます

様々な規制緩和が進み、同時にデジタル化が加

速する社会づくりは、我が国経済の成長力を将

来にわたって維持・強化するとともに、国民の

社会生活環境を維持改善するために、大変重要

な取組であると考えております。

未曽有の国難に直面している今日、議員御指

摘の行政の縦割りなどの課題を乗り越え、国民

共通理解のもとに必要な取組を進め、将来の我

が国の発展を見据えた、コロナと共に生きてい

く新しい社会を、関係者や関係機関が一体と

なって構築していくことが重要であると考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

本県においても、いわゆる縦○横田照夫議員

割り行政の弊害により、県政の課題の解決が思

うように進まない実態があるのではないかと思

いますが、それを解消するためにどのように取

り組んでいるのかを、知事にお尋ねします。

行政課題は複雑多様化○知事（河野俊嗣君）

しております。これに的確に対応した戦略的な

政策を実行していくためには、庁内の様々な部

局の職員が一体となって、分野横断的な取組を

進める必要があります。

このため、各部局長等を構成員とする庁議を

定期的に開催し、諸施策の総合調整を図ります

とともに、部局をまたがる重要政策の実施に当

たりましては、私や副知事をトップとする「本
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部会議」を設置して、課題の認識や情報の共有

化を図り、方向性を一つにして取り組んでいる

ところであります。コロナしかり、鳥インフル

対応しかり、また様々な交通、物流の問題しか

り、様々なテーマで設置をしております。

また、職員には、自らの業務の枠や前例にと

らわれない柔軟な発想が求められますので、

様々な分野の職場を経験させるとともに、研修

なども活用しながら、幅広い視野を持った職員

の育成にも努めているところであります。

さらに、横の連携という観点からは、国や市

町村との協力関係も重要と考えております。今

後とも、組織や分野を超えた取組を進めること

によりまして、直面する複雑多岐にわたる諸課

題の解決に取り組んでまいります。

先日、河野太郎行革担当大臣○横田照夫議員

は、高知市の図書館を視察されたそうです。こ

の図書館は、県立と市立を一体化させたもの

で、県と市の共同運営は全国初の形態だそうで

す。こういうところを視察されたことを考えま

すと、国は、県と市町村間の縦割り行政も視野

に入れているということではないでしょうか。

コロナの新規感染者の発表が県と宮崎市に分

かれているのも、何とも分かりづらいです。県

民にとって分かりやすい行政になるように努力

をしていただくよう、お願いいたします。

菅首相は就任以来、行政のデジタル化に向け

て障害となる規制を見直す意向を表明していま

したが、10月７日の第１回規制改革推進会議

で、全省庁を対象に、押印廃止などの行政手続

の見直しに向けた方針を近日中に取りまとめる

よう指示されました。

このことを受けて、全国の自治体でも判こ廃

止の動きが加速しており、都道府県と主要都市

の８割が決定もしくは検討を始めたということ

です。本県でも日南市が、市民が提出する申請

書類などへの押印を段階的に廃止すると発表し

ました。

こういった動きに対して、全国でも有数の判

こ産地である山梨県議会は、印章制度の維持を

求める意見書を全会一致で可決し、テレワーク

を推進する上で、押印が阻害要因になっている

との論調を挙げ、「印章産業が不当におとしめ

られている」と訴え、判こが全て不要といった

誤った認識を与えないよう、的確な周知を求め

ているそうです。

自民党有志でつくる判こ議連も、「拙速で行

き過ぎた脱判こにより、押印に対する国民の信

頼が揺らいでいる」と異議を唱えています。

私も、印章技能士会の皆さんと親交をいただ

いておりますので、今回の動きを「判こ屋さ

ん」がどのような気持ちで見ておられるのだろ

うかと考えると、切なくなります。

知事は、この「脱判こ」の動きをどのように

受け止めておられるのか、また、宮崎県庁とし

て、押印制度を今後どのような方向にもってい

く考えなのかをお伺いします。

コロナ対応が課題とな○知事（河野俊嗣君）

る中で、テレワークの推進とデジタル時代に向

けた取組の一環としまして、行政手続における

書面規制、押印、対面規制の見直しが求められ

ているところであります。

このうち、河野大臣が強く進めておられる押

印の廃止が、「脱判こ」ということで注目され

ておりますが、これは、あくまでも行政手続の

簡素化・効率化の手段の一つでありまして、我

が国の社会経済の中で、印章制度そのものがな

くなるわけではないと認識をしておりますし、

長年にわたり培われた文化としての印章という

もの、例えば美術の世界では篆刻というものが
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あったりします。それは大切に守っていくべき

ものであろうかと考えております。

この「脱判こ」のようなキーワードというの

は、非常にインパクトがある一方で、誤解を与

えかねないものだということを改めて感じま

す。以前、ペーパーレスという言葉について御

質問をいただいたことがありまして、省資源の

観点からは非常に重要な取組であるにしろ、紙

が必要ないものであるかのような印象を与えて

しまうということで、しっかりとその辺の丁寧

な説明が必要であろうかと考えております。

県としましては、今回の社会的な要請を踏ま

え、申請書等への押印につきまして、必要性等

を十分検討した上で、厳格な本人確認や、債務

保証の意思確認を要するものなど、必要な押印

は維持するとともに、県民の利便性向上につな

がるよう、支障のないものについて廃止するこ

ととし、オンライン化の推進等、行政手続の簡

素化・効率化を図ってまいります。

ありがとうございます。○横田照夫議員

菅首相は、所信表明演説の中で、「2050年ま

でに国内の温室効果ガス排出をゼロにする」と

宣言されました。ＥＵは、既に「50年実質ゼ

ロ」を掲げており、中国も60年までに「実質ゼ

ロ」とする目標を掲げたほか、アメリカのバイ

デン次期大統領も、温暖化対策に積極的に取り

組む姿勢を見せております。

我が国も、ようやく2050年という具体的な年

限を示して、地球温暖化対策に取り組むという

ことだと思います。また、衆議院では、先週19

日の本会議で、自民党の古川禎久議員が、「超

党派気候非常事態宣言決議実現を目指す会」の

事務局長として宣言採択を進めてきた、「気候

非常事態宣言」が採択され、「一日も早い脱炭

素社会の実現に向けた取組の強化」が宣言され

ています。

そこで、2050年ゼロカーボンについて、知事

の意気込みをお聞かせください。

気候非常事態とも言わ○知事（河野俊嗣君）

れるような現在の厳しい状況におきまして、地

球温暖化対策は世界共通の課題であります。Ｃ

Ｏ などの温室効果ガス排出量の実質ゼロに取２

り組むことは、将来世代に対する責務としても

大変重要であると考えております。

このため、現在策定中の第四次宮崎県環境基

本計画の重点プロジェクトとしまして、「2050

年ゼロカーボン社会づくり」を掲げまして、

「省エネルギー・省資源の推進」「再生可能エ

ネルギーの導入拡大」「森林吸収量の維持」

「環境保全を支える人材づくり」の４つを柱と

して施策を展開していくこととしております。

国におきましては、エネルギー基本計画の見

直しや、再生可能エネルギー拡大につながる技

術革新、グリーン投資への支援のほか、優遇税

制の検討など、実現に向けた動きが加速してい

くものと思われます。

県としましても、こうした動きに的確に対応

するとともに、本県の恵まれた自然環境や、豊

かな森林を最大限に生かしながら、実質ゼロ達

成に向け、積極的に取り組んでまいります。

政府は、目標の達成に向けて○横田照夫議員

再生エネルギーの議論を加速させるとともに、

電気自動車の急速充電設備よりも遅れている水

素ステーションの設置拡大など、排出量の削減

を促進するための具体的な政策を打ち出す方針

だということです。

自動車業界は、脱炭素社会の実現に向けたイ

ノベーション創出の取組を加速させるようで

す。経団連が発表した二酸化炭素排出ゼロを目

指す「チャレンジ・ゼロ」宣言には、トヨタ自
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動車や日産自動車、マツダ、三菱自動車のほ

か、多数のサプライヤーなども参加を決めたそ

うです。

燃料電池車の低コスト化につながる技術開発

や、電気自動車を組み込んだ社会インフラづく

りなど、企業主導の技術革新を通じて、カーボ

ンフリー社会の実現に貢献するということで

す。

こういうことを考えますと、水素社会に向け

て、すごいスピードで変革が起こっていくので

はないでしょうか。

私はこれまで、宮崎大学の太陽光発電を利用

した水素製造の研究が実用化できるレベルにあ

るということから、宮崎県を水素製造と燃料電

池製造の生産拠点にできないものかと考えてき

ましたが、宮崎大学の教授は、「政府の方針が

電気自動車の方にベクトルが向いているので、

水素製造や燃料電池製造に向かうのかどうかは

不透明だ」と言われ、残念な思いがしました。

でも、今回のことで、ベクトルは間違いなく水

素製造の方にも向いてきたと思います。

そこで、改めて質問しますが、宮崎県も水素

製造と燃料電池製造の拠点化等に取り組むべき

と考えますが、総合政策部長の県としての考え

をお聞きかせください。

県では、平○総合政策部長（渡邊浩司君）

成30年１月に「みやざき水素スマートコミュニ

ティ構想」を策定しまして、家庭用燃料電池の

普及促進のほか、議員から御紹介のありまし

た、宮崎大学における太陽光を活用した水素製

造の研究支援といった、本県ならではの取組な

どを実施してきております。

このような中、今般、国におきまして、2050

年までに温室効果ガスを実質ゼロにする方向性

が示されたことにより、今後は水素の活用につ

いても大きく前進することが期待されるところ

であります。

水素エネルギーの本格的な普及には、低コス

ト化などの課題がありますが、県といたしまし

ては、引き続き、大学や産業界との連携を図り

ながら、県内の技術を生かした新たな産業の創

出等を目指し、水素の利用促進や製造技術の実

用化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

本県に新たな産業を興して、○横田照夫議員

県民に夢と希望を与えたいものだと思います。

関心を持ってくれる企業の掘り起こし等も含め

て、御努力をお願いいたします。

もう一つ、温室効果ガスに関連して、フロン

類の回収について質問します。

冷蔵庫などの冷媒には、以前は特定フロンが

使われていましたが、オゾン層を破壊すること

が分かり、使用が規制されました。その代わり

に広く使用されるようになったのが、オゾン層

を破壊しない代替フロンです。しかし、代替フ

ロンは、最大で二酸化炭素の１万倍もの温室効

果があるということが分かり、2016年に新たに

規制対象になりました。

そこで、「フロン排出抑制法」が改正され、

本年４月１日に全面施行され、これまでできな

かった、県による解体工事場所への立入検査が

可能になるなど、フロン類取扱いの規制がさら

に厳しくなりました。

国としての「2050年までに温室効果ガス排出

をゼロにする」という方針が出された以上、改

正フロン法に基づいて、フロン類回収に向けて

より適切に対応すべきだと考えますが、環境森

林部長、いかがでしょうか。

議員御指摘の○環境森林部長（佐野詔藏君）

ように、今回の法改正によりまして、同法に基
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づく建物の解体工事場所への立入検査が可能と

なりましたことから、解体の届出を受けます土

木事務所などから、業務用エアコン等が残って

いるとの情報提供を受けた場合や、保健所の巡

回パトロールのときに立入検査を行うこととい

たしております。

また、機器を廃棄する際のフロン類回収済み

証明書の交付及び、その確認の義務づけや罰則

の強化など、法改正の内容につきましては、業

務用エアコン等の使用者やリサイクル業者など

に対し、説明会等により周知を図ったところで

あり、さらに、これら関係者への立入検査など

で、改正内容が適正に履行されているか、確認

や指導等を行うことといたしております。

今後とも、法改正の趣旨等を踏まえた適切な

対応に努めることにより、フロン類の確実な回

収を促進してまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○横田照夫議員

次に、事業承継について伺います。

本県でも、近年、企業の休廃業・解散が高い

水準で推移していることから、2015年に宮崎商

工会議所が「宮崎県事業引継ぎ支援センター」

を、さらに2018年には「宮崎県事業承継ネット

ワーク」を立ち上げ、円滑な事業承継の推進に

努力をしてきておられます。

企業の休廃業・解散が進むと、県内の雇用や

経済にとてつもなく大きな影響が出てしまいま

すので、事業承継を推進していくことは極めて

重要なことだと思います。

そこで、これまでの県内における事業承継の

取組実績について、商工観光労働部長に伺いま

す。

平成27年○商工観光労働部長（松浦直康君）

８月に開設されました「事業引継ぎ支援セン

ター」では、第三者承継を中心に、マッチング

等の支援を行っておりまして、本年10月末まで

の累計で、359件の企業譲渡の相談を受け、成約

に至った件数は78件となっており、年々、順調

に支援実績を伸ばしているところであります。

また、平成30年４月に立ち上げられました

「事業承継ネットワーク」では、商工団体や金

融機関等の関係機関が、親族内承継を中心に支

援しておりまして、後継者の有無などをヒアリ

ングする「事業承継診断」を、昨年度までの２

年間で4,770件実施しております。

そのうち、支援を希望された約2,100件につき

ましては、順次、課題の整理などの個別の支援

が継続して行われているところであります。

今回のコロナ禍の影響で、企○横田照夫議員

業はさらに厳しい状況に追い込まれているので

はないでしょうか。これまでは給付金とか支援

金等で何とかつないできた企業も、景気低迷等

での発注減少などで、これからのほうが受ける

影響は大きいのではないかと感じます。

コロナ禍の影響で、今後の企業の存続をどの

ように見通しているのかを、商工観光労働部長

にお尋ねします。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナを要因といたします負債額1,000万円以上の県

内企業の倒産は、今年度は10月末時点で５件で

あります。倒産件数全体を見ましても、例年と

比べて低い水準で推移しておりまして、現状で

は、各種の資金繰り支援策等が、事業継続に一

定の効果を発揮しているものと考えておりま

す。

一方で、民間の信用調査会社が、７月に九州

・沖縄の企業を対象に調査したところによりま

すと、新型コロナの影響が長引いた場合、廃業

を検討する可能性のある中小企業は6.77％に上

るとされておりまして、これは、昨年の本県の
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休廃業率である2.12％の３倍を超える数値と

なっております。

このため、今後、業績回復の見通しが立たな

い状況となれば、企業の倒産や休廃業の増加の

可能性があるというふうに懸念をしているとこ

ろでございます。

当然、事業承継にも今回のコ○横田照夫議員

ロナ渦が影響を及ぼすのではないでしょうか。

特に小規模事業者は、新型コロナウイルス感染

症の拡大と影響の長期化から売上げは急減し、

事業継続が危ぶまれる状況にあるのではないか

と思います。

このような危機的状況下で、事業継続や事業

承継の推進、ＩＴ化の推進など、小規模事業者

の持続的発展につなげるためにも、その身近な

相談機関である商工会の人員増強などにしっか

りと取り組むべきではないかと考えますが、県

の考えを商工観光労働部長に伺います。

商工会○商工観光労働部長（松浦直康君）

は、小規模事業者に最も身近な支援機関とし

て、地域経済を下支えするとともに、地域振興

にも寄与するなど、各地域において大きな役割

を担っていただいております。

特に今年度は、国や県、市町村の新型コロナ

ウイルス対策事業の実施主体となるなど、その

重要性が再認識されたところであります。ま

た、新型コロナウイルスからの事業回復に加え

まして、事業承継やＩＣＴ活用推進など、新た

な課題に対応していく指導力の強化も求められ

ております。

このため、県といたしましては、商工会や市

町村とも意見交換を行いながら、これからの商

工会の在り方、あるいは経営指導の在り方等に

ついて、しっかりと検討してまいりたいと考え

ております。

ぜひともよろしくお願いいた○横田照夫議員

します。

昨年度の新規事業で「農業経営者資源承継モ

デル構築事業」がありました。この事業では、

離農者等の有する施設、技術、経験等の農業経

営資源を、就農希望者等に円滑に引き継ぐため

の仕組みづくりを進めることとしていました。

また、同じく新規事業の「沿岸漁業経営資源

承継円滑化事業」でも、中古漁船等の有形資源

のデータベース化と就業希望者とのマッチング

により、新規就業者への漁船等の承継を進める

というものでした。どちらの事業も、就業時の

初期投資の軽減と早期の所得確保を図り、希望

者が就業しやすい環境を整備することを目的と

しておりました。

そこで、両事業のこれまでの成果・実績はど

うであったのか、また、それらの成果・実績を

受けて、今後どのように事業展開していくのか

を、農政水産部長に伺います。

承継事業に○農政水産部長（大久津 浩君）

つきましては、まず農業では、中古ハウスや畜

産施設の改修及び技術等の移転を支援いたしま

して、この２年間で21件の経営資源が新規就農

者に引き継がれ、そのうち16件は経営本体も承

継されております。

また漁業では、中古漁船や養殖資材等の導入

を支援いたしまして、同じく12件の経営資源が

新規就業者等に引き継がれ、うち７件が経営承

継されております。

県といたしましては、この取組をさらに推進

するため、市町村や関係団体と連携しまして、

施設や技術等の円滑な承継を支援するマニュア

ル整備や、担い手協議会等を核とする地域単位

でのマッチングの仕組みづくりを現在進めてお

ります。
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さらに農業では、中古施設等の取引価格試算

アプリを、漁業では、リタイア漁師等の技術伝

承アプリを現在開発中でございまして、今後と

も、多様な担い手が農水産業へ就業できる環境

整備に、積極的に取り組んでまいります。

農業にしても漁業にしても、○横田照夫議員

成果が出ているということを大変うれしく思い

ます。新規就業者が地域に溶け込むことも大事

ですので、その方面でもしっかりとした取組を

お願いしたいと思います。

我が国の高齢化問題は、医療機関にも大きな

影響を及ぼしているようです。開業医の高齢化

が加速し、後継者がいないために、やむを得ず

廃業する医療機関が増えているそうです。診療

所における60歳以上の医師の割合は、47.3％と

半数近くに上り、一般企業であれば定年を迎え

引退する年代が半数近くを占めています。

帝国データバンクの調査では、ちょっと古い

のですが、「2014年医療機関の休廃業・解散動

向調査」によると、休廃業・解散した医療機関

は、前年度比12.7％増の347件で、集計を開始し

た2007年度以降で最多となったそうです。

病院、診療所、歯科医院等、全業態で増加し

ていますが、特に診療所の休廃業・解散が圧倒

的に多いようです。休廃業・解散に至った医療

機関の代表の年齢は、60歳以上が74.8％を占め

ており、高齢化がその原因と考えられますが、

医療法人の解散件数など本県の状況を、福祉保

健部長にお伺いします。

本県では、昨○福祉保健部長（渡辺善敬君）

年度、９医療法人が解散しておりますが、解散

の理由は、理事長の健康面の問題により診療の

継続が困難となったものが５法人、理事長の高

齢化によるものが２法人、理事長の死亡による

ものが２法人となっております。

平成30年度も、９医療法人が解散し、このう

ち理事長の健康面の問題によるものが５法人、

理事長の高齢化によるものが２法人、収支の悪

化によるものが２法人となっております。

健康面の問題というのが多い○横田照夫議員

ようですけど、これも高齢化によるものじゃな

いでしょうか。一代で築いた、また先代から継

承した大事な診療所を、後継者がいないために

存続できないことは、当事者はもちろん、地域

の患者にとっても不幸なことです。

また、身近な診療所がなくなったことで、救

急病院を軽症患者が多く受診するようなことに

なると、医療崩壊にもつながるのではないで

しょうか。そういうことを防ぐためにも、休廃

業・解散するような診療所にも事業継承を推進

することが必要ではないかと考えます。

診療所の廃業は、地域住民にとっても切実な

問題なので、第三者による継承開業で診療所が

存続できるのであれば、地域医療にも大きな貢

献となります。企業の事業承継と同じように、

診療所等が廃業する場合に第三者による継承開

業を推進するシステムを早急に構築する必要が

あるのではないかと思いますが、どのようにお

考えかを福祉保健部長に伺います。

診療所等の事○福祉保健部長（渡辺善敬君）

業承継につきましては、県事業引継ぎ支援セン

ターでは、個人開設の医療機関も対象とされて

おります。

また、県医師会において、事業承継税制等を

テーマとしたセミナーを開催されていると伺っ

ており、今後も、医療機関の事業承継が円滑に

なされるよう、県医師会等とも意見交換してま

いりたいと考えております。

聞いたところによると、医療○横田照夫議員

機関で事業引継ぎ支援センターに相談があった
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事例はないということです。県としては、診療

所の開設を認可する立場にあるので、直接関わ

ることは難しいとのことですが、県医師会や事

業引継ぎ支援センターとも連携して、医師と廃

業・解散する予定の診療所等とのマッチングを

図り、地域から診療所がなくならないよう努力

をしていただきたいと思います。

次に、奨学金返還支援事業について伺いま

す。

新型コロナウイルスが、学生にも大きな影響

を及ぼしているようです。親の収入減で仕送り

が減少したり、アルバイト収入がなくなったり

して、退学を検討している学生が２割以上いる

そうです。

学費の高騰や仕送りの減少を埋め合わせてき

たのが、日本学生支援機構などの奨学金です。

しかし、これらの奨学金は原則全て「貸与」で

あり、そのうちの７割が有利子です。貸付けを

受けている学生は、全体の４割に上っており、

卒業時には250万円から350万円の借金を背負っ

ているそうです。しかも、就職しても非正規雇

用が４割近くのため、卒業後の返済が重くのし

かかっているそうです。そのため、自己破産し

たり、結婚や出産を断念するケースも多いと聞

きます。

本県でも、県内の大学等に在籍する学生の奨

学金貸与率は５割を超えていて、奨学金の返済

支援が重要な課題となっているようです。

そこで、本県では、県内企業に就職した若者

が在学時に貸与を受けた奨学金の返済を、産業

界と共に支援することにより、本県の地域や産

業を担う若者の県内への就職と定着を促進する

「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」を

実施しています。平成29年度から令和６年度ま

での８か年にわたって、毎年40名、合計320名の

支援をするということですが、これまでの実績

を総合政策部長に伺います。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症の影響などにより、経済的に困難

な状況にある大学生等にとりまして、奨学金制

度は学業を継続するための大切な支えとなって

おります。

一方で、就職後に始まる奨学金の返還につき

ましては、多くの若者にとって大きな負担であ

ると認識しております。

このため本県では、将来を担う若者の負担を

軽減し、県内企業への就職と定着を図る観点か

ら、平成29年度に「ひなた創生のための奨学金

返還支援事業」をスタートさせ、奨学金の返還

支援を行っているところであります。

これまでの支援対象者数の実績でございます

けれども、平成29年度が19名、平成30年度が32

名、そして令和元年度が50名となっておりま

す。

新型コロナウイルスの影響に○横田照夫議員

より、親の仕送りやアルバイト収入の減少で退

学を考えている学生もいる中、奨学金の返還を

県から支援してもらえるのであれば、新たに貸

与を受けてみようという学生も増えるのではな

いでしょうか。

このような大変な状況だからこそ、この事業

の支援対象者を増やすことはできないものかと

考えますが、総合政策部長いかがでしょうか。

本事業は、議○総合政策部長（渡邊浩司君）

員からもございましたとおり、平成29年度を初

年度として、毎年度40名、８年間にわたって合

計320名を支援する制度設計としておりますが、

令和元年度は、支援予定人数を超える50名を支

援対象とするなど、若者の県内定着を促進する

観点から、柔軟に制度を運用しているところで
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あります。

来年度以降に就職を控える大学生等が、安心

して学業に取り組むことができますよう、今後

とも、社会情勢や学生・企業のニーズを踏まえ

ながら、年度ごとの支援対象者数を調整するな

ど、適切な制度運用に努めてまいりたいと考え

ております。

コロナ禍の影響で退学を余儀○横田照夫議員

なくされる学生が少しでも少なくなるよう、御

努力をお願いいたします。

次に、農業経営収入保険について、農政水産

部長に伺います。

９月６日に九州に最接近した台風10号は、接

近時の勢力は過去最強クラスで、最大瞬間風

速80メートルの猛烈な勢いに発達するとの予報

でしたが、奄美諸島に接近した頃から急速に弱

まりました。もし、予想された勢力で接近して

いたら、本県農業にもどれだけの大きな被害が

出ていたか分かりません。

農業には、そういう自然災害や、農家の経営

努力ではどうにも避けられない様々なリスクが

あり、そういうリスクが収入減少をもたらし、

経営を圧迫します。そこで、平成31年１月か

ら、農家の収入減少を補償するための収入保険

制度が開始されました。

これまでの農業共済は、品目が限定され、価

格低下による収入減は対象外でしたが、この収

入保険は、品目の限定は基本的になく、価格低

下なども含めた収入減少をサポートするもので

す。

具体的には、農家ごとに、保険期間の収入が

基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割が補塡されます。保険料は、当然農家負

担もありますが、国庫補助もあります。農家の

経営を守る総合的なセーフティーネットと言え

ます。

今年の１月に日本政策金融公庫が行った調査

では、この収入保険に加入済み、もしくは加入

予定と回答した割合は44.6％だったそうです。

本県の現在の加入状況をお聞かせください。

農業経営収○農政水産部長（大久津 浩君）

入保険を、より強力に推進しますため、県、農

業共済組合、関係団体などによる「収入保険推

進協議会」を、今年８月までに、県段階と各地

域に設立したところでございます。

当協議会では、野菜や果樹、花卉といった重

点推進品目を定めまして、未加入者への戸別訪

問を中心に、加入推進に積極的に取り組んでい

るところでございます。

こうした取組の結果、10月末現在の加入状況

は、申込み手続中のものも含めまして2,049経営

体となり、本年３月末時点と比較いたしまし

て694経営体増加しております。

肉用牛肥育経営に牛マルキン○横田照夫議員

制度があり、相場下落等によって牛１頭当たり

の所得が赤字になった場合、その赤字幅の９割

が補塡されて、経営をサポートしています。直

近でも、コロナ禍による相場下落で大きな赤字

が出ましたが、牛マルキンの補塡により経営が

救われているという現状があります。

そこで、改めて、コロナ禍での牛マルキン制

度の状況と肥育農家への支援状況について伺い

ます。

牛マルキン○農政水産部長（大久津 浩君）

につきましては、新型コロナの影響により、枝

肉価格が大幅に低下し、４月以降継続して交付

金が交付されております。

また、肥育経営支援といたしまして、国は、

牛マルキンの生産者負担金の納付猶予や、交付

単価算定方法の見直しに加えまして、肥育農家
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の経営体質強化に向けました奨励金を交付して

おります。

さらに、本県独自の緊急的な対策といたしま

して、肥育経営改善のための飼料や、肉質分析

等の体制強化を行うとともに、国内需要の回復

等を見据えた肥育素牛導入の奨励金を交付して

いるところでございます。

現在、和牛肉は、量販店やネットでの販売等

が好調で、枝肉・子牛価格ともに回復基調では

ございますが、県といたしましては、引き続き

コロナ禍での影響等を注視しながら、生産者の

皆様が安心して経営に取り組めるよう支援して

まいります。

牛マルキンによって多くの肥○横田照夫議員

育農家が救われているように、収入保険制度が

セーフティーネット機能を十分に発揮するため

には、より多くの農家が加入する必要があると

思いますが、さらなる加入推進に向けた県の取

組についてお伺いします。

頻発します○農政水産部長（大久津 浩君）

気象災害や植物の疫病、さらには新型コロナウ

イルスの影響など、あらゆるリスクに備える観

点から、農業経営収入保険に、より多くの生産

者に加入していただくことが大変重要と考えて

おります。

このため、７月議会で予算措置いたしました

「農業経営収入保険加入拡大重点対策事業」で

は、ＪＡ部会などの生産者団体を通じて、制度

の勉強会や加入意向に関するアンケート調査な

どを実施いたしまして、制度に対する理解の醸

成と、集団加入の推進に現在努めているところ

でございます。

また、次期長期計画の中におきましても、収

入保険や、先ほどの牛マルキンなど、農業セー

フティーネットの充実による、危機事象に負け

ない営農体制の強化を施策の柱に位置づけまし

て、今後とも安心して営農できる環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、収入保険推進協議会を○横田照夫議員

中心にして、理解の醸成と加入推進に御努力い

ただきますようお願いいたします。

次は、国スポに向けた競技力向上について、

教育長にお聞きします。

2026年に開催予定だった国民スポーツ大会宮

崎大会は、コロナウイルスの影響で2027年に延

期になりました。

先日、スポーツ振興対策特別委員会で、延岡

星雲高校のアーチェリー部の取組を視察調査し

ましたが、何とも心もとありませんでした。

宮崎大会は１年延期されたとしても、もう目

の前に来ているのに、各競技団体の国スポへの

取組・熱意はまだまだ感じられないという意見

も聞きます。

地元での開催に手を挙げた以上、天皇杯獲得

に向けて最大限の努力をすべきだと考えます。

現時点での競技力向上に向けた取組の状況をお

聞かせください。

本県では現在、競技○教育長（日隈俊郎君）

力向上対策本部を中心に、推進計画に基づき、

選手の育成・強化や指導者養成といったソフト

面や、練習施設や備品の整備といったハード面

について、計画的・戦略的に事業を推進してい

るところであります。

具体的な選手強化につきましては、各競技団

体が、国民スポーツ大会での目標達成に向けた

強化計画等を策定し、強化練習や遠征試合等を

計画的に実施しているところであります。

また、国民スポーツ大会の本県開催がお話に

ありましたが、１年延期されたことを受けまし

て、各競技団体には、ターゲットエージの発掘
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・育成等を含めて、見直しをお願いしていると

ころであります。

今後とも、天皇杯獲得という大きな目標を目

指し、競技団体等と協議を重ねながら、また機

運の醸成も図り、さらなる競技力向上に取り組

んでまいりたいと考えております。

私は、小林秀峰高校とその周○横田照夫議員

辺の取組に大きな関心を持っています。小林秀

峰高校には、ハンドボール部と新体操部とい

う、何度も全国優勝を経験した全国トップレベ

ルの部活動があります。両種目の特徴は、どち

らも小中高を通した一貫体制が取られていると

いうことです。

ハンドボールは、小林秀峰高校の選手の多く

が、小林市立三松中学校ハンドボール部の出身

だし、三松中のほとんどの選手が、小学校のと

きにハンドボールを始めているそうです。さら

に、地域を挙げた連携が盛んで、小林秀峰の選

手が中学生を指導したり、三松中の選手が小学

生と練習試合をするなど、垣根を越えた交流が

レベルの向上につながっているそうです。

全国レベルにある三松中ハンドボール部は、

教諭である顧問と、外部指導者である監督の２

人体制で指導をしているそうです。監督はＮＴ

Ｔ勤務で、ボランティアで指導に当たり、全国

の頂点が見えるレベルにまでに引き上げたそう

です。

小林市では、毎年、新体操演技会が開かれて

います。前回の宮崎国体の４年前に、体操競技

実演会として始まったこの新体操演技会は、県

内外から、高校や大学の強豪チームや個人選手

が出演する「男子新体操の祭典」ということ

で、小林市に根づいていて、その華麗な演技を

見ようと、多くの観客で埋まるそうです。

当時、小林秀峰高校の前身である小林工業高

校の器械体操部の監督だった方が、1977年に新

体操部に切り替えられ、指導者として国士舘大

学ＯＢを呼び、その２年後に開催された宮崎国

体で、初優勝を勝ち取られたそうです。わずか

３年目の快挙でした。

国体を機に全国上位の常連になった小林工業

高校は、後の小林秀峰高校も含めて、全国制覇

は高校総体４回、選抜大会６回、国体３回を数

えます。小林体操協会副会長は、「全国に先駆

けて小中高の一貫した育成体制を確立できたの

が、強豪であり続けた要因だ」と言っておられ

るそうです。

地元に就職した卒業生が指導者になり、20年

ほど前に、小林中学校とえびの市立上江中学校

に新体操部ができ、未就学児から所属できるジ

ュニアクラブもできて、高校の新入生は経験者

ばかりで、最初から高い水準での練習が可能に

なったということです。

このように、小中高一貫指導体制を取ること

が競技力向上につながると考えますが、県の考

えをお聞かせください。

少年競技力向上を図○教育長（日隈俊郎君）

る上で、小中高が連携した一貫指導体制のも

と、計画的・継続的に強化を図っていくこと

は、大変有効なことであると認識しておりま

す。

このため現在、県教育委員会では、競技力の

高い中学校を競技力向上拠点校として指定し、

高校の強化指定校と中高一貫指導体制による強

化を図っているところであります。

今後は、小学生等のジュニアクラブ等と拠点

校や強化指定校を連携させ、小学生から高校生

まで継続した指導体制のさらなる充実に向け、

競技団体と共に取り組んでまいりたいと考えて

おります。
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小中高一貫指導体制がいかに○横田照夫議員

競技力向上につながるかは、小林秀峰高校の実

例で明らかです。

現在、中高一貫競技力向上拠点校として、中

学校で18校、14競技、28部が指定されているよ

うですが、高校の強化指定校との間でどのよう

な形で連携を取っているのかをお伺いします。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、指導力のある指導者の下、中高６年間で選

手の強化に取り組むことは、大変重要であると

考えております。

そのため、中学校の拠点校の指導者には、県

教育委員会が行う高校の強化指定校の顧問研修

会に参加を求め、トップレベルの指導法を学ぶ

とともに、中高の指導者が一緒になって選手を

育成・強化しようとする意識がより高まるよう

取り組んでいるところであります。

また、拠点校においては、強化指定校と合同

練習を行い、高校の指導者から中学生が直接指

導を受けるなどの、中高一貫した指導体制の充

実を図っているところであります。

国スポで総合成績を上げるた○横田照夫議員

めには、未普及競技に力を入れることも大事と

聞きます。

現在、国スポ競技種目で、本県中学校に部活

動がない競技が21あります。未普及競技の競技

力強化を図るためにも、先ほどの強化指定校と

同じように、強化をしようとしている高校の近

隣の中学校に、それらの部活動を設置すること

が有効ではないかと考えます。

例えば、アーチェリーは延岡青雲の近くの東

海中に、なぎなたは宮崎南の近くの本郷中にと

いった具合に部活動を設置したらどうでしょう

か。

県では、本年度から「未普及競技選手育成事

業（ひむかサンライズプロジェクト）」を通じ

て、県内の中学校に部活動がない国スポ正式競

技の強化を支援していくということですが、ど

のような支援になるのか、未普及競技の中学校

部活動設置についても含めて、考えをお聞かせ

ください。

天皇杯を獲得するた○教育長（日隈俊郎君）

めには、未普及競技の強化も大変重要な課題で

あると認識しております。

そのため、県教育委員会といたしましては、

お話にありましたが、今年度より「ひむかサン

ライズプロジェクト」として、小中学生を対象

に、強化練習会やオリンピアンなどを招聘した

講習会等を行い、未普及競技のジュニア選手強

化を図っているところであります。

また、競技団体等におきましても、幅広く選

手を確保するため、ジュニアクラブ等を立ち上

げ、選手の育成・強化に取り組んでいただいて

おりますが、中学校部活動の設置につきまして

も、強化策の一つとして有効な手段であると考

えられることから、市町村教育委員会と連携

し、実情に応じ対応してまいりたいと考えてお

ります。

ぜひ、市町村教育委員会と思○横田照夫議員

いを一つにして、しっかりと連携して競技力向

上に取り組んでいただければと思います。

次は、国宝指定についてお尋ねします。

宮崎県には、残念ながら国宝が１つもありま

せん。全国で国宝がないのは、徳島県と本県の

２県だけです。西都原西方の大地にある百塚原

古墳群から出土した「金銅馬具類」は国宝に

なっていますが、東京の五島美術館所蔵となっ

ており、宮崎県の国宝とはなっておりません。

宮崎県には、国富町萬福寺の「木造阿弥陀如

来及両脇侍像」をはじめ、22の国指定重要文化
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財があります。

佐土原に「大光寺」という、1335年に岳翁長

甫というお坊さんが創建した古刹があります。

鎌倉時代から室町時代にかけての後醍醐天皇の

時代です。大光寺には、「木造騎獅文殊菩薩及

脇侍像」と「乾峯士曇墨蹟」「木造乾峯士曇坐

像」「木造岳翁長甫坐像」の４つの国指定重要

文化財があります。

乾峯士曇は、鎌倉時代の名僧で、大光寺を創

建した岳翁長甫の師と言われている人です。こ

の４つの国指定重要文化財は、いずれも室町時

代のもので、地元からは「これのうちの１つで

も国宝に指定されないものか」という声があり

ます。

本県に国宝が１つもないことは、何とも寂し

いし、情けないです。22ある国指定重要文化財

の中で、どれか１つでも国宝に指定してもらう

ことはできないでしょうか。

文化財が国宝に指定されるまでの流れと本県

における可能性について、教育長にお伺いしま

す。

国におきましては、○教育長（日隈俊郎君）

我が国にとって歴史上、芸術上、また学術上価

値の高い美術工芸品などの「有形文化財」のう

ち、重要なものを「重要文化財」に指定し、そ

の中で世界文化の見地から、特に価値の高いも

のを「国宝」に指定しているところでありま

す。

これらの指定については、文部科学大臣が国

の文化審議会に諮問し、専門調査会の検討を経

て審議会の答申を受けた後、文部科学大臣が指

定することとなっております。現在、本県の国

指定重要文化財は22件ありますが、お話にあり

ましたとおり、国宝はございません。

県としましては、これらの文化財につきまし

て、さらなる評価をいただくためにも、文化庁

の調査官に見ていただく機会を設けるなど、文

化庁に対して、本県の文化財情報の提供を行う

とともに、県内で眠っている文化財の掘り起こ

しにも引き続き取り組むなど、国宝指定の可能

性について、鋭意探ってまいりたいと考えてお

ります。

何としても、最後の県にはな○横田照夫議員

りたくないですよね。五島美術館の金銅馬具類

を戻してもらうことが一番早道じゃないかと言

う人もおられますが、そういうわけにはいかな

いですよね。

今の説明では、文化庁の調査官に何回も見て

もらって、文部科学大臣に推挙してもらうこと

が大事だと感じますので、そういう機会を数多

くつくっていただきますよう要望いたします。

路面標示についてですが、最近、車を運転し

ていて、センターラインや横断歩道、停止線な

どの路面標示が消えているのを感じていて、質

問しようと考えていましたが、初日の野﨑議員

の質問に警察本部長が答えられましたので、要

望だけにとどめ、私の一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 郷中の会の○有岡浩一議員

有岡です。通告に従いまして質問をさせていた

だきます。
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私は、県議会議員として、10年という節目を

迎え、これまでの一般質問を通しての成果と課

題について、再度見直してみました。その中か

ら、幾つかの質問を再度お尋ねいたします。

それでは、知事の政治姿勢について質問して

まいります。

私が20代の頃、地元役場の職員時代に宮崎県

においては、「新ひむかづくり運動」が提唱さ

れ、「何でも挑戦、みんなが参加」を合い言葉

に、県職員の皆さんも積極的に活動され、エネ

ルギッシュなイメージがありました。

私の自宅にある先月のカレンダーの標語に、

「何事も結果を考え過ぎると 決断力も実行力

も鈍る」とあります。現在は議員の立場ではあ

りますが、県職員の皆さんと接する中で感じる

のは、慎重な上に慎重、保守的な姿です。

その原因の一つとして、私はエコクリーン問

題があると考えております。これまで何度も取

り上げていますが、平成13年度の設計の段階か

ら、安全管理意識が欠落し、地盤の弱い場所

に、くいを打たないプレキャスト工法を採用し

たことが最初の間違いです。

そこで、平成17年当時のエコクリーン公社の

役職員が作成した総括文書では、平成17年２月

に行われた浸出水調整池における水張り試験に

ついて、漏水があり、県に報告しています。そ

のとき、県は特段の指導はせず、「あまり沈下

や漏水と言わないほうがいい」と言動を注意さ

れたとあります。

現場からの声に耳を傾け、県が適切に対応し

ていれば、調整池の破損等の問題は生じなかっ

たと総括されていますが、知事の御見解をお伺

いいたします。

次に、調整池の破損から２年遡った平成15

年、浸出水調整池施工業者が独自にボーリング

調査を行った結果、地盤沈下が起きる危険性を

察知し、くいを打たなければ地盤沈下のおそれ

があるので、くいを打つべきと公社に進言した

が、くい打ちをしないプレキャスト工法で工事

を進めました。

平成15年当時、施工業者から公社に、安全対

策のため工法の変更について進言があったこと

を、知事は承知していたのかをお伺いいたしま

す。

続いて、職員のメンタルダウン防止について

総務部長にお伺いします。

平成28年６月の一般質問で、職員のメンタル

ダウン防止について副知事にお伺いし、ストレ

スチェックの導入などを伺いました。現在、職

員のメンタルダウン防止について、どのような

取組を行っているのかお伺いいたします。

以上、壇上からの質問は終わり、以下の質問

は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

エコクリーンプラザみやざきにおける浸出水

調整池の水張り試験時の対応についてでありま

す。

エコグリーンプラザみやざき問題につきまし

ては、弁護士等の専門家から構成される外部調

査委員会におきまして、専門的かつ客観的な立

場から真摯に検討いただき、その結果を調査報

告書にまとめていただいたところであります。

この報告書では、宮崎県環境整備公社は、県

に対し、水張り試験で漏水が確認された旨を報

告、その対応策として、防食材を防水・防食材

に変更し止水することを説明し、説明を受けた

県職員は、憂慮されるような状況ではないとの

認識であったことが記載されておりますので、

職員は、公社の判断を尊重したものと考えてお
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ります。

次に、施工業者から公社への工法変更に係る

進言についてであります。

外部調査委員会の調査報告書に、施工業者の

事実申立て内容として、「沈下が予想されたの

で支持杭又は地盤改良杭等の検討をお願いし

た」と記載されていることは承知をしておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○

ます。職員のメンタルダウン防止の取組につい

てであります。

まず、未然防止を図るための一次予防とし

て、職員の年齢や職位に応じたメンタルヘルス

研修会や、全職員を対象としたストレスチェッ

クと、その結果に基づく個別相談や職場環境改

善指導等を実施しているところであります。

さらに、二次予防として、不調の早期発見に

努めるため、こころの健康相談専門員や精神科

医等による面接相談を行うなど、職員が相談し

やすい体制を整えております。以上でありま

す。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。

まず、エコクリーン問題について再度、知事

に質問をしてまいります。

令和２年３月に公社がまとめましたエコク

リーンプラザみやざき問題の取りまとめを精査

してみると、エコクリーン問題の経緯の中で、

「平成17年２月調整池の水張り試験を実施、に

じみを確認」とだけあります。

実際は、平成16年10月から漏水を確認してい

た中で、にじみを確認したと書かれています

が、知事が答弁された工事については、記載さ

れていません。このように、公社のまとめに対

しても、大切な核心部分が記載されていない状

況です。

そこで、６月の質問でも申し上げた、平成21

年「きちんとした公社による内部調査もせず

に、告訴された５人の職員に理事会での弁明の

機会すら与えられず」とあります。

やはり、当事者の話を聞くことが必要なプロ

セスと考えますが、知事の御見解をお伺いいた

します。

当事者への意見聴取に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、当時、外部調査委員会におきま

して、当事者を含む公社役職員や業者などの関

係者から、事実申立書を受領し、事実聴取を行

うなど、十分かつ丁寧な調査を進めていただい

たところであると、理解をしております。

当事者によりますと、外部調○有岡浩一議員

査委員会の意見聴取は、一方的な任意調査とあ

り、外部調査委員長のコメントでは、「任意調

査で個人の責任の範囲まで踏み込めなかった。

関係者の処分の際は、公社等において取り組ま

れたい」とあります。

そこで、再度知事にお伺いいたします。

令和元年８月に、平成17年当時の役職員と県

の担当課長が面会した際、話の内容を知事に

しっかり報告してほしいとおっしゃっていま

す。担当課長からどのような報告があったの

か、お伺いいたします。

エコクリーンプラザみ○知事（河野俊嗣君）

やざき問題につきましては、これまでも、適

宜、担当課から報告を受けているところであり

ます。

当時の役職員との面会につきましても、一連

の問題に対する県民へのおわび、平成17年当時

の浸出水調整池をめぐる公社の様子、外部調査

委員会の調査や刑事告訴における県や公社の対

応に対する考え、また、エコプラザ問題につい
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て、総括を求めるなどの発言があったと報告を

受けたところであります。

知事からるる答弁いただきま○有岡浩一議員

した。まずは、来年３月の県によるエコプラザ

問題についての総括、そういった報告を待ちた

いと思います。今後の再発防止ということを大

きな課題にしておりますので、公社のまと

め、17年の役職員の総括、県による総括を今後

とも整理していきたいと考えております。

次に、総務部長に再度、職員のメンタルダウ

ン防止の取組についてお伺いいたします。

職員自身、御本人が一次予防・二次予防の段

階の判断は難しく、職員一人一人に必要な取組

をつなぐために、どのような周知を行っている

のかお伺いいたします。

職員のメンタルダ○

ウン防止の取組につきましては、各所属の所属

長等への説明会や、職員に対するメンタルヘル

ス研修会において、取組体制の説明を行うとと

もに、全庁掲示板により、毎月、相談窓口に関

する案内を行っているところであります。

今後も、メンタルダウンの未然防止並びに不

調の早期発見に努め、職員一人一人が、悩みや

ストレスを抱え込まず、相談窓口等を気軽に活

用できるよう、様々な機会を捉えて周知してま

いります。

ありがとうございました。職○有岡浩一議員

員の皆さんお一人お一人が、宮崎県の、そして

宮崎県を支える大切な宝であります。ぜひと

も、相談窓口等を気軽に活用できる職場になっ

てほしいと願っております。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。

平成27年度に開所された児童心理治療施設

「ひむかひこばえ学園」について、平成29年６

月に質問しました。その後の児童の入所及び受

入れ体制について、お伺いいたします。

児童心理治療○福祉保健部長（渡辺善敬君）

施設につきましては、社会生活への適応が困難

となった児童に、必要な心理治療や生活指導を

行うことを目的としており、施設職員には、専

門的な知識や高い処遇力が求められることか

ら、心理士や看護師などの専門職を手厚く配置

することとなっております。

県といたしましては、平成27年度に開所され

てから、児童相談所などの関係機関を交えた連

絡会議を開催するとともに、段階的に児童を入

所させるなど、職員の知識や経験の蓄積を図り

ながら、円滑な施設運営を支援してきたところ

です。

当初、４名からスタートした入所児童につき

ましては、令和２年11月１日現在で18名となっ

ておりまして、引き続き、職員の処遇力向上を

目的とした研修機会の確保など、受入れ体制の

充実に向けて、必要な支援や助言を行ってまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。子供○有岡浩一議員

たちの虐待という問題が今、大きく取り上げら

れておりますが、子供たちの明るい未来を願

い、子供虐待防止オレンジリボンたすきリレー

が宮崎でも取り組まれております。オレンジリ

ボンは児童虐待防止の象徴として、活動の広が

りを期待しております。

次に、里親制度について、再度、福祉保健部

長にお伺いいたします。本県の登録数及び委託

児童数の現状についてお伺いいたします。

保護者による○福祉保健部長（渡辺善敬君）

養育が困難であるなど、社会的養育を必要とす

る児童が健やかに成長していくためには、より

家庭的な環境の下で養育されることが重要であ

ります。

-　252　-



令和２年12月２日(水)

県では、里親等への委託を推進しており、令

和元年度末時点の登録里親数は131世帯、里親に

委託されている児童数は45人となっておりま

す。

ただいま、令和元年度の登録○有岡浩一議員

里親数が131に伸びている、委託児童数が45人と

ありましたが、平成24年は登録里親数は111とい

うことで、確かに伸びております。しかし、委

託児童数は66人だったものが45人に減ってきて

いるという現状です。

登録里親数が年々増えている中で、委託児童

数が減少しているということは、一つの課題で

はないかと思っておりますが、里親制度の普及

啓発に向けた県の取組について、再度お伺いい

たします。

里親制度の普○福祉保健部長（渡辺善敬君）

及啓発としまして、県では、インターネットや

テレビ・ラジオ等を利用した啓発イベントを実

施するほか、10月の里親月間には、県内の大型

ショッピングセンターで、チラシの配布等の広

報活動を行っております。

また、ＮＰＯ法人に委託して開設した「里親

普及促進センターみやざき」と、児童相談所や

児童養護施設とが連携し、里親に関心のある方

を対象に、説明会や相談会、出前講座を開催し

ております。

引き続き、里親制度の理解促進及び里親登録

者数の拡大に向けた啓発活動に、関係機関と一

体となって取り組んでまいります。

関係機関と取り組むことは大○有岡浩一議員

切でありますが、実態として、サポートやマッ

チングを行うケースワーカーの負担が大きいと

伺っております。

そこで、全国的には委託児童数が伸びている

中で、他県が取り組んでいる里親制度専門ケー

スワーカーの取組等も検討すべきと感じまし

た。子供たちに明るい未来を届けるためにも、

今後とも御検討をお願いいたします。

次に、農政水産部長にお伺いいたします。

本年１月に農業視察を兼ねて、ニュージーラ

ンドのロトルア市を訪問してまいりました。花

卉農園で地熱・温泉を利用したガーベラ温室栽

培や、キウイフルーツ農園などを視察しまし

た。恵まれた環境を生かした農業や、海外から

の多くの季節労働者を使った大規模農業が展開

されていました。

現在、新型コロナの影響で人材確保が難しい

と思い、調べてみると、人手不足の解消策とし

て、キウイフルーツの収穫ロボットが登場して

いました。このように、その土地その環境の中

で知恵を絞り、工夫し、難局を乗り越えていま

す。

そこで、宮崎県の農産物の生産現場におい

て、病害虫対策や安全安心な農産物の安定生産

に取り組む、宮崎方式ＩＣＭを調べてみまし

た。基礎の部分は、土づくりや適正な施肥・か

ん水があり、微生物や天敵による病害虫への対

策など、総合的な作物管理による高収量・高品

質な作物生産が、儲かる農業の実現につながっ

ています。

そこで、宮崎方式ＩＣＭについて、これまで

の取組の効果と今後の展開をお伺いいたしま

す。

県では、宮○農政水産部長（大久津 浩君）

崎方式ＩＣＭの取組を推進するため、キュウリ

やピーマンなどの本県の主要９品目におきまし

て、品目別ＩＣＭの指標を作成いたしますとと

もに、実証圃の設置や研修会開催への支援等を

通じ、速やかな普及に努めているところでござ

います。
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現在、キュウリやピーマンなどの施設野菜で

は、基本技術として定着しつつありまして、宮

崎市内の促成キュウリ栽培では、複合環境制御

技術と組み合わせまして、県平均収量の1.5倍を

達成するなど、収量や品質の大幅改善につな

がった、複数の優良な生産集団も生まれている

ところでございます。

今後とも、ＪＡや関係機関一体となりまし

て、宮崎方式ＩＣＭの実践をより多くの産地や

品目に普及・拡大し、稼げる農業の実現に向け

て、しっかり取り組んでまいります。

都市部のお店に伺うと、宮崎○有岡浩一議員

の農産物はおいしいと大変評判がいいようで

す。今後とも、おいしい農産物の生産基地とし

て、宮崎方式ＩＣＭの普及拡大を期待しており

ます。

次に、種苗法の改正についてお伺いいたしま

す。昨日、前屋敷議員からも質問がありました

が、今国会で本日成立した種苗法の改正の概要

について、農政水産部長にお伺いいたします。

種苗法の改○農政水産部長（大久津 浩君）

正につきましては、日本で開発されたイチゴや

ブドウなどの優良品種が不正に海外に持ち出さ

れて産地化されるなどの事例を踏まえまして、

育成者の知的財産権を守るとともに、新たな市

場として輸出に活路を見いだす日本農業への影

響を回避する観点から、今国会におきまして、

議員御指摘のように、本日午前中に改正法が成

立したところでございます。

主な改正内容といたしましては、育成者が品

種登録時に海外流出を防止するため、国内外で

の栽培地域を限定できるようになります。ま

た、農家が登録品種の収穫物の一部を次期作の

ために使う自家増殖につきましては、許諾制を

必要とする内容等が盛り込まれたところでござ

います。

再度お伺いいたしますが、本○有岡浩一議員

日成立した改正種苗法は、来年４月１日施行予

定ですが、本年６月の髙橋議員の一般質問で

も、一般品種が全体の９割程度を占めていて許

諾制の対象にならないなど、全体像が分かりづ

らいために、関係者が不安を持っているようで

す。

そこで、今回の種苗法改正について、どのよ

うに周知されていくのか、再度お伺いいたしま

す。

種苗法の改○農政水産部長（大久津 浩君）

正につきましては、農業者等から不安の声もあ

ることは承知しております。これは、改正に伴

う影響の範囲や程度についての丁寧な説明が十

分ではなかったことも一因であると考えており

ます。

このため県といたしましては、引き続き法改

正に係る情報収集に努めますとともに、本県で

の国によります早期の説明会の開催と、さらに

説明会での、農家はもとより関係者への丁寧な

説明を求めるなど、改正内容を速やかに周知し

てまいりたいと考えております。

また県では、総合農業試験場におきまして、

米や野菜、花、お茶等の品種を育成しておりま

すので、今後も優良な品種の育成に努めるとと

もに、法改正により許諾制の対象となる登録品

種につきましては、許諾料や手続等が農業者の

大きな負担とならないように、しっかり対応し

てまいります。

次の質問に参ります。景観形○有岡浩一議員

成の促進について、県土整備部長にお伺いいた

します。

昨年５月に、国土交通省のガーデンツーリズ

ム登録制度に「宮崎花旅365」が登録されるな
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ど、宮崎らしい景観形成が進められているよう

です。そこで、観光ホスピタリティ（おもてな

しの心）の推進として、本県の美しい宮崎づく

りについての取組の現状をお伺いいたします。

美しい宮崎づ○県土整備部長（明利浩久君）

くりは、県民や事業者と行政が連携し、本県の

魅力ある景観を県民共有の財産として守り、創

り出し、活用する取組であります。

このため県では、魅力ある景観づくりに取り

組む方々を、美しい宮崎づくり活動団体として

登録の上、支援を行っております。現在、その

団体数は130を超え、年々、活動の輪が広がって

きております。

また、新たな取組として、宮崎駅西口と中心

市街地を結ぶ高千穂通りを、四季折々の草花で

彩り、居心地のよい空間にする「花みちプロ

ジェクト」を立ち上げ、今月６日には、地域の

方々がチューリップの球根を自ら植える、参加

型イベントを予定しております。

県としましては、引き続き、景観行政団体で

ある市町村と連携しながら、県民や事業者との

協働による美しい宮崎づくりに、全庁的に取り

組んでまいります。

美しい宮崎づくりが、多くの○有岡浩一議員

県民の皆さんに参画していただき、オール宮崎

の活動になり、県民の自信と誇りへと発展され

ることを期待しております。

次に総合政策部長に、デジタル化推進につい

てお伺いいたします。

多くの皆さんが、国の動向としてデジタル庁

の創設に期待し、社会全体のデジタル化がどの

ように推進されるのか、関心が高くなっていま

す。その中で、デジタル化の基盤となる光ファ

イバーの整備状況は、全国平均を下回っている

現状だと認識しています。

そこでまず、今後の整備状況についてお伺い

いたします。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルス感染症の拡大に伴い、社会全体のデジタ

ル化が大きな課題となる中、その基盤となる光

ファイバーなどの高速ブロードバンド環境の整

備が一層重要になってきております

このような中、光ファイバーの世帯カバー率

でございますが、全国が98.8％、それに対しま

して、本県は95.1％となっておりまして、一部

の市町村において整備の遅れが見られるところ

であります。

このため県では、国に対しまして、支援制度

の拡充を要望していたところでございますが、

今年度、国の補正予算におきまして、要件の緩

和や大幅な増額が行われたところであります。

こうした状況を踏まえまして、県では市町村

に対し、制度の活用を働きかけたところでござ

いまして、12の市町村が活用の見込みでござい

ます。こういったことで、来年度にかけまし

て、県内の家庭用光ファイバーの整備は、ほぼ

完了するものと考えております。

家庭用光ファイバーがほとん○有岡浩一議員

どの世帯に普及するということで、大変期待を

しておりますし、普及の見込みがなかった地域

の方々は、子供たちが帰って来られる、若い人

たちが地域に差がなくなることによって定住で

きると、そういったことも含めて、今後大きく

期待していきたいと思っております。

それでは、次の県立産業技術専門校につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

先日、地元企業の経営者と会話をする機会が

ありまして、その経営者は、若手を育てること

の大切さを訴えられました。特に、県立産業技

術専門校の卒業生を採用したいと取り組んでい
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るそうですが、既に就職が決まっていて採用で

きなかったと聞きました。

大変人気があるようです。ありがたいことで

はありますが、求人のニーズがある中で、定員

充足率が100％になっていないと伺いました。定

員充足率の状況と入学生確保に向けた取組につ

いてお伺いいたします。

県立産業○商工観光労働部長（松浦直康君）

技術専門校の入校時の定員充足率は、平成27年

度までは80％台を維持しておりましたけれど

も、平成28年度に80％を割り込み、29年度、30

年度は65％となったところであります。

このため、推薦枠の拡大など入試制度の見直

し、広報媒体を活用した情報発信や高校等への

訪問活動の強化、さらには、新たに施設見学会

を実施するなど、様々な対策に取り組んでいる

ところであり、ここ２年間は80％台を回復して

おります。

今後、即戦力となる人材のニーズはますます

高まると考えておりますので、実践的な各種資

格が取得でき、就職にも強いといった県立産業

技術専門校の魅力をしっかりと周知しながら、

入校生の確保に向けて取り組んでまいります。

ぜひ、入校生の確保に取り組○有岡浩一議員

んでいただきまして、確実に求人のニーズがあ

り、宮崎で活躍してもらえる人材が１人でも多

く巣立ってもらえることは、大切な取組です。

関係者の努力に感謝するとともに、今後の発展

を期待しております。

次に、消防指令業務（119番）の共同運用につ

いて、危機管理統括監にお伺いいたします。

本年３月、大分県では、県及び県内18市町村

が消防指令業務の共同運用に関する協議を行

い、県内119番の通報を一手に受ける共同指令セ

ンターの整備を進めることとしています。都道

府県単位での一元化は、全国初の試みとなりま

す。令和６年４月からの運用開始を目指すとあ

ります。

そこで、本県の消防指令業務の共同運用につ

いての取組をお伺いいたします。

消防指令業○危機管理統括監（藪田 亨君）

務の共同化につきましては、平成30年４月に改

正された消防の広域化に関する国の基本指針に

基づきまして、消防本部や市町村と検討を行

い、令和６年４月１日を目途に、非常備町村も

含めた県全体を一つの区域とする消防指令業務

の共同化を目指すことを盛り込んだ県の広域化

推進計画を、平成31年３月に策定いたしまし

た。

この計画を踏まえまして、県消防長会を中心

として、県も加わり、共同化の実現に向けた検

討・協議を行ってきているところであり、現

在、先ほど議員からの御質問にありましたとお

り、先進県であります大分県の事例も参考にし

ながら、検討すべき課題等について整理してい

るところでございます。

県といたしましては、今後とも、共同化の実

現に向け、協議が進展するよう、必要な助言や

情報提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。

大分県の事例も参考にしてい○有岡浩一議員

ただけるということですが、どういうメリット

があるのか、なかなか分かりづらいと思うんで

すね。そういった意味では、119番通報を一手に

引き受けることによって、消防指令業務の共同

化のメリットが、どういうものがあるのか、

せっかくの機会ですので、詳しく御紹介いただ

ければと思っております。危機管理統括監、お

願いいたします。

消防指令業○危機管理統括監（藪田 亨君）
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務の共同化によるメリットといたしましては、

まず、情報の一元化により、近隣消防本部間で

の連携が強化され、現場到着時間の短縮効果の

ほか、大規模災害時の相互応援の円滑化などが

期待されております。

また、指令業務職員配置の効率化によりまし

て、現場配置職員の増強が図られますととも

に、消防指令システムの整備費や維持管理費が

効率化できることなどが挙げられます。

大分県が一歩進んで取り組ん○有岡浩一議員

でおります。その中で、宮崎県におきまして

も、現場の消防署職員の皆さん、または市町村

長の理解をいただき、よりよい形で取り組んで

いただき、安心安全な地域づくりに努めてもら

うことを希望いたします。

次の質問に入らせていただきます。

11月３日、文化の日に、文化財防災の番組を

見ていると、熊本県の文化財レスキューの話題

がありました。熊本県は、熊本地震以来、毎年

のように大きな自然災害に遭い、多くの歴史資

料が被害を受けたようです。災害ごみとして廃

棄される前に、熊本県では文化財レスキューを

行い、水につかった古文書など934点の救出につ

ながったそうです。

そこで、文化財の被災に備え、地域におい

て、未指定も含めた文化財の把握やレスキュー

人材の育成が必要と考えますが、教育長の御所

見をお伺いいたします。

県教育委員会では、○教育長（日隈俊郎君）

これまで、県内の文化財に関する様々な調査を

行ってきたところでありますが、全てを網羅す

るには至っておらず、保護すべきものが残され

ているものと認識しております。

災害時には、それらも含め、レスキューの対

象になると思われますので、地域の貴重な財産

を守るためには、まずは市町村がその所在を把

握することが大変重要であり、様々な機会を通

じて、しっかりと協議してまいりたいと考えて

おります。

また、文化財が被災した場合には、情報収集

や救出等の場面において、地域住民の方々の協

力が不可欠となりますので、文化財のレスキ

ュー活動に関する展覧会や、県民を対象とした

ワークショップを実施し、災害時に協力をいた

だけるよう、意識の醸成等に努めているところ

であります。

今後とも、市町村や関係機関・団体と連携

し、県民の理解と協力をいただきながら、文化

財を守る取組を進めてまいりたいと考えており

ます。

文化財のレスキューというこ○有岡浩一議員

とで考えてみますと、どこにどういった文化的

価値のあるものがあるのか、場所をまず把握し

ておくことが大切だというふうに言われており

まして、これは県だけでやれるものではなく、

市町村または地域の古文書等を含めて所有者、

こういった人たちを把握する必要があります。

そういった意味で私の経験では、地元の町史編

さんとか、そういう編さん作業に携わったとき

に、いろんなところにどういうものがあるとい

うことを調査したことがあります。

そういった意味で、現場の市町村の中では、

かなり情報を持っていると思うんですね。そう

いったものをもう一度整理して、災害時には支

援ができるということをしっかり伝えて、再度

そういう未指定の文化財も含めた管理を、今

やっておく必要があるというふうに思っていま

す。

教育長に再度質問しますが、市町村の協力を

得てそういう体制を取ったときに、そういった
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災害が発生した際、本県の文化財レスキュー体

制というのは現状はどうなっているのか、お伺

いいたします。

災害時に文化財が被○教育長（日隈俊郎君）

災した場合、県教育委員会では、総合博物館や

県立美術館をはじめとする県内の文化施設か

ら、学芸員などの専門職員を派遣し、文化財を

速やかに保護し、安全な場所に運んだ上で、応

急処置を施すこととしております。

また、災害の規模が大きくなりますと、県を

またいだ専門家などの支援も必要となりますの

で、九州知事会の政策連合項目の一つにもなっ

ております九州・山口ミュージアム連携の取組

の中で、文化財の種類に応じた専門家を派遣す

る広域的な相互支援の体制づくりも進めている

ところであります。

この文化財レスキューの体制○有岡浩一議員

の中で、一番の財産というか必要なものは、

やっぱりマンパワーだと思っています。そう

いった意味では、経験者または県庁のＯＢの

方、そういったいろんな方に協力してもらっ

て、地域の中で協力してもらえる体制をつくっ

ていく。そういった意味では、まだこれから

徐々にではあるでしょうけれども、取り組んで

いただきながら、この文化財のレスキューとい

う、人命を助ける、そしてその後にまたこう

いったものを保存するための取組をするとい

う、今後大きな災害に向けてのそういった準備

を進めていただきたいと思っております。

では、項目としては最後の質問になりますけ

れども、県立宮崎病院の話を病院局長にお伺い

いたします。

先月、県立宮崎病院の停電が起きました。い

ろいろな話題がある中で、やはり最も危機管理

にしっかり取り組まなければいけない病院にお

いて、電気が止まってしまうという事態が起き

たことは、大変憂慮すべきことであります。ま

ず、基本的なことですが、停電を想定した訓練

は実施されていたのかをお伺いいたします。

県立宮崎病院で○病院局長（桑山秀彦君）

は、毎年、消防訓練や防災訓練を実施して、災

害や停電など、非常時における職員の動きや患

者への対応等について確認を行っておりまし

た。

しかしながら、そうした訓練は、非常用電源

が正常に作動することを前提としていたため、

今回の事故のような、予備電源の喪失までは想

定しておりませんでした。訓練での想定が十分

ではなかったと認識しております。

今回の停電事故を教訓に、各○有岡浩一議員

県立病院の訓練マニュアルの見直しや、防災対

策に関する情報共有が必要ではないかと考えま

すが、病院局長の御所見をお伺いいたします。

今回の停電事故を○病院局長（桑山秀彦君）

受けまして、県立３病院の訓練に係るマニュア

ルを再確認しまして、非常時の対応として不足

していた内容を加えるなど、改定を行っている

ところであります。

また、情報共有の点に関しましては、これま

でも、各県立病院で実施した施設設備の点検結

果や、ＢＣＰ訓練などの状況、さらにその反省

点や課題などを３病院で情報共有してまいりま

したが、今回の件を踏まえますと、いまだ不十

分だと考えますので、さらに情報共有の取組の

強化を図ってまいります。

今回の案件につきましては、○有岡浩一議員

やはり病院局だけの問題ではなくて、訓練をす

ることが目的となっていないかということを、

もう一度検討すべきではないかと思っていま

す。訓練のための訓練ではなくて、やはり目的
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をしっかりと持って取り組むこと、そのことを

全庁的に再点検すべきだと考えております。

訓示ばかり申し上げておりますが、先ほどの

カレンダーの標語について、もう一言つけ加え

させていただきますが、この標語を１か月間見

ておりました。「何事も結果を考え過ぎると

決断力も実行力も鈍る」という、この下のほう

にコメントがあるんですね。「世の中の物事と

いうものは、いつも自分の予想通りに運ぶとは

限らない。先々のことを幾らあれこれ考え、心

配しみても、所詮その時になってみないと分か

らないもの。事の途中で予想外の事態になれ

ば、そのときに全力で対処できる準備と覚悟を

持っていればいい。」と。

エコクリーンプラザの話をしましたが、その

場その場で想定外の事故が起き、それに向かっ

て現場の職員は全力で対応したと。そのことを

我々は感謝すべきだと思っておりますし、その

覚悟を持って取り組んでいらっしゃる、そうい

うこれからの若い職員も含めて、しっかりとし

た準備と覚悟を持って、これからの県政に邁進

されることを期待しております。

最後に、新型コロナウイルス対策や鳥インフ

ルエンザ対応に御尽力いただいている多くの皆

様方に感謝を申し上げまして、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりま○丸山裕次郎議長

した。

次に、今回提案されました○丸山裕次郎議長

議案第１号から第33号までの各号議案を、一括

議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第30号から第33号まで採決◎

まず、収用委員会委員及び○丸山裕次郎議長

収用委員会予備委員の任命の同意についての議

案第30号から第33号までの各号議案について、

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第30号から第33号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は同意することに決定いたし

ました。

議案第１号から第29号まで及び請願◎

委員会付託

次に、議案第１号から第29○丸山裕次郎議長

号までの各号議案及び新規請願は、お手元に配

付の付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に

付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日３日から８日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、９日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決まで、並びに選挙管

理委員及び同補充員の選挙であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時43分散会

令和２年12月２日(水)
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